
 - 1 - 

第８日目（１２月２１日） 

○議   長（松原良道君）  おはようございます。延会前に引き続き本会議を再開いた

します。 

ただいまの出席議員数は３０名であります。 

○議   長  これから本日の会議を開きます。 

（午前９時３０分） 

○議   長  本日の日程は一般質問とし、一般質問を続行いたします。 

質問順位１９番、議席番号８番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  おはようございます。新生南魚沼市が誕生して始めての定例会でございま

す。年末のご多用のなか、傍聴の方には厚く御礼申しあげます。さて、井口一郎市政が誕生

してからは早１年が経過しておりますが、この間、塩沢町が編入合併をされ、人口約６万４,

０００人の市が誕生したわけです。合併協議のなかで示されておりました新市建設、１０年

計画も国の三位一体改革の影響を強く受け、元から練り直さなければならない状況であると

考えます。さらに人口減少が予想よりも早く、少子高齢化の進むなかで人口構成比も当初よ

り変化をしております。 

市民の皆さまが合併に寄せた思いを常に判断の中心にすえた場合、この１２月定例会は通

常の定例会とは異なり、南魚沼市の今後を決める出発点として極めて重要であると考えます。

よって私は住民の皆さまが主役であるという立場から、市長の市政運営に対する基本姿勢と

南魚沼市の今後を決める際の基本概念について事前通告により、次の５項目を質問いたしま

す。市長は明確な答弁をお願いいたします。 

１ 行政組織の再編について 

まず、行政組織の再編についてであります。来年度から今の市組織を、部局制を視野に入

れつつ改変しようということについてであります。合併により市民サービスが低下するとい

うようなことがあっては、何のための合併かと市民の皆さまからご批判を受けることになっ

てしまいます。大和庁舎、六日町庁舎、塩沢庁舎と３つの庁舎を持っていることの利便性を

生かし、３庁舎を有効に利用していくことが肝要であると思います。来年度から取りかかる

組織再編の基本コンセプトはいかに。 

２ 財政について 

次に財政についてであります。実質債務残高比率ならびに起債制限比率からみても厳しい

状況にある市の財政健全化についてであります。新生南魚沼市は、一般会計、特別会計、合

わせて９１０億円を超える負債を抱え、財政は危機的状況にあると言えます。市税７３億円

に対して一般会計約６０億円という予算を組まなければならないのが現状です。財政健全化

計画の基本はただ単に三位一体改革による交付税、及び補助金の削減に対応するためだけの

ものではなく、標準財政規模を基本概念として確固とした理念のもとに策定されていると思

いますが、いかに。 

３ 教育について 
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次に教育についてであります。少子化に対応した教育環境の整備についてであります。児

童、生徒数の減少により配置される教員の数も減少が予想されます。さらに三位一体改革に

より教育予算が一般財源化され、地方自治体の教育予算確保に重大な影響が出ると思われま

す。こういう状況のなかで子供たちに生きる力をもたせ、確かな学力を身につけさせるため

には、義務教育期間である小・中において、強い連携ときめ細やかな指導のための教員配置

が必要になると思いますが、いかに。 

４ 医療・福祉について 

続いて、医療・福祉についてであります。住民の皆さまが求めている地域医療を整備して

いくことについて、そして改正介護保険法により、介護現場に混乱と動揺が生じていること

についてであります。市立の医療施設を３つ所有している南魚沼市にあって、住民の皆さま

の望む地域医療を考えたとき、診療課目の整備が急務であると思います。診療報酬が引き下

げられようとしているとき、経営基盤の弱い市立病院をいかに運営していくのか、基本の考

えはいかに。 

さらに改正介護保険法の実施にともない、介護施設において介護収入の大幅な減が発生し

ており、また来年度から実施の新しい予防介護サービスについて混乱が予想されます。始ま

ったばかりの介護保険法。地方の実情にあったものにしていくために、県や国に意見を上げ

るべきであると考えるが、いかに。 

５ 健康増進について 

そして健康増進についてであります。来年から導入される指定管理者制度による市内の各

スポーツ施設、文化施設への影響についてであります。市内にある公の施設に指定管理者制

度は適用されようとしています。日頃よりスポーツ文化活動に深い理解を示している市長は、

市民の皆さまの諸活動に対して大きな変化が起きないように配慮なさっていくことと信じて

おります。市民の皆さまの精神的、肉体的健康の増進のために公の施設を利用したスポーツ、

文化活動は大切であると思います。従来の活動に制約が起きないように、また新しい活動を

喚起するように、この指定管理者制度を活用していくことと期待をしていますが、スポーツ、

文化活動に対する基本的な考えはいかに。 

以上、５つの項目について質問をいたします。これにて壇上よりの質問を終わります。 

○市   長  おはようございます。一般質問も３日目になりまして、それぞれ皆さん方

からいろいろなご提言、ご意見をいただいておりまして、大変ありがたいことだと思ってお

ります。寺口議員のご質問にまずお答えいたします。 

１ 行政組織の再編について 

この行政組織の再編ということでありますけれども、組織を見直し、スリム化する。これ

は行政改革、合併――特に合併した市町村については大きな柱でありまして、そうでなくて

も常に考えていかなければならないことだというふうに思っております。私は昨日、一昨日

も同様な質問があったなかで、本庁舎方式を前提とした庁舎整備検討。これをしようとして

いるところであります。当初は広域連合という部分が念頭になかったわけではありませんけ
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ども、具体的に話がまだ進んでおりませんでした。ですのでこの広域連合部分を念頭に置か

ないで考えておりまして、できれば１８年度から新しい組織でという思いが、今年の６月、

９月頃にはあったわけであります。その後急速に広域連合解散の方向ということになりまし

て、改めて今度は広域連合の組織を南魚沼市のなかに入れて、そしてそこからもう一度考え

直さなければならないということになりました。ですので１年ちょっと遅らせまして、平成

１８年度中にこの機構の見直しを終わらせて１９年度から新しい機構でスタートをさせてい

ただきたいという、今、考え方であります。 

今、ご承知だと思いますけれども、地方自治法も改正をある程度されようとしておりまし

て、現行の制度が若干変わってくるおそれもまたあるということです。こういう状況を見な

がら行政サービスのあり方、これをやはりきちんと検討いたしまして、今の考え方でありま

すけれども、市長部局を総務、市民生活健康福祉、産業経済、都市整備、大まかこのくらい

に分けて組織を組み立て直していきたい。ただここで、これについて部局制を敷くかどうか

についてはまだ決定をしたということではありません。この組織を検討するなかで部局制を

敷いた方がより効率的ということが出てきますれば、そういう方向にいくということであり

ます。 

できれば庁舎の整備もあわせまして、そのきちんとした組織で――組織で動くのは１９年

度からその組織で動かしていただきますが、庁舎の整備が１９年度にはできるとは考えられ

ませんので、これが２０年になるのか、あるいは２１～２２年になるのか。この辺でありま

すけれども、相対的な仕上げはその庁舎の整備が終了したときからということになりますが、

そういうことで本庁舎方式に移行したいということであります。 

他の塩沢庁舎や大和庁舎、これについては当然でありますけれども、有効に活用させてい

ただきたい。そしてその地域の皆さん方がいわゆる支所方式になったから、そこで不便が生

じるということだけにはしない。そういう組織を考えていきたいということであります。そ

してもし、空間、空きスペースが出ましたら、そこは民間の方への貸し出しも含めまして、

有効活用を図っていきたい。そういう思いであります。 

この部局制の導入という部分だけでみますと、他市の例。これは例でありますので、現在

新潟の――今は２１市ありますが――２０市になりますけれども、このなかで部局制を採っ

ている市は、新潟、長岡、上越、三条、新発田、柏崎、この６市でありまして、大体人口は

１０万人以上の市はこの部局制を採っているということであります。ただ、これは人口だけ

で言えるものではありませんで、私は方向としてやはり部局制の方がある程度こうスムーズ

にいくのかなという気がしておりますが、これはまだ決定事項ではありません。１８年度に

この検討をさせていただきたいという思いでありますので、よろしくお願いいたします。 

２ 財政について 

財政についてであります。平成１６年度の決算統計での実質財務残高比率は２１８.９パー

セントであります。起債制限比率は１６年度の単年度で１３.７パーセントとなっております。

公債費は支出がこれは節減できないという義務的経費でありますので、これは極めて注意が
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必要な経費だというふうに自覚をしております。したがいまして、借入れにあたりましては

将来の財政負担を考えながら行っていますが一方、今ほどおっしゃっていただいたように、

合併をして悪くなったとかですね、そういうことにならないように将来の世代もサービスに

対する均等な負担を負うこと。これは当然なことでありますけれども、生活関連基盤の推進、

他地域に比べて極端にやはり遅れているところ、これらも見逃すわけにはいきませんので、

今までもそうですし、これからもそういう部門については多少無理があっても、やはり推進

をしていかなければならないという思いであります。 

合併前の３町でここ数年の財政状況から、一応借入れを相当控えてやってまいりましたけ

れども、ご承知だと思いますが、交付税の一部が臨時財政対策債に振り替えられる。これは

借金になったわけですね。それから合併振興基金の借入れ。これは振興基金の借入れで、昨

日ちょっと子育て支援のところでお話しましたように、約２４億円になるわけです。７割は

後年度の交付税処置ということでありますから、しかしながらこれも１回はやはり借入れを

しなければならないわけでありますので。これもありまして、実質債務残高比率はこの近年

急激に上がってきているということであります。 

仮に合併時の人口で試算いたしますと、市民１人あたりの実質債務額は５７万６,０００円

程度になる。この額には国が７割を交付税で補填する合併振興金、今ほど申しあげましたこ

の借入れ。あるいは１０割を補填する臨時財政対策債。これも含まれております。ですので

実質的にはこの部分を引けばいいんだろうと思いますが、一応債務残高でありますので、こ

れは全部含まれていると。 

起債制限比率は３ヵ年平均で１３パーセント、これを超えますと自主的に財政適正化計画

を策定するように県から指導がある。１５パーセントを超えますと、必ず策定することが求

められるということであります。さらに２０パーセントを超えますと起債を発行することが

できなくなる。財政再建団体と同じ事態ということであります。 

現状は当然ですけれども、安心できる状況でありませんが、広域連合の起債残高を全額引

き受けた場合は今の試算では単年度で１５.８パーセント。１５パーセントをちょっと超える

ということでありますが、３ヵ年平均では１５パーセントを下まわっております。何でもこ

のまま財政健全化計画を立てないで、今のまま悠々諾々といってしまいますと、翌年度か再

来年度には財政適正化計画を策定する必要が出てくるということ。 

この場合につきましては一部繰上げ償還等でこの率を下げることができればいいんですけ

れども、これも今までご説明申しあげてきましたように、基金の積立がほとんど底をついて

いるという状況でありまして、余裕の財源はありません。ですので、このいわゆる繰上げ償

還はできる状況ではない。 

この対応といたしまして、今日、午後になりましょうか、皆さん方にご説明を申しあげま

す、財政健全化計画、あるいは適正化計画を実施して、指標の動向に留意をしながら、しか

も市民サービスを極力落とさないようにしながらやってまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 
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３ 教育につきまして 

３番のこの教育につきましては、後ほど教育長より答弁をいたさせます。 

４ 医療・福祉について 

医療福祉についてでありますけれども、これはなかなか議員の質問が何て言いますか、大

きすぎると言いますか。ちょっと私の答弁が趣旨からはずれましたらまた後ほどご指摘をい

ただきたいと思いますけれども。市立病院の役割、現在の課題。これにつきましては、昨日

宮田議員にお答えしたとおりでありますので、詳しくは省かせていただきますが、地域医療、

これは一言で言えば、地域の実情にあわせて市民の生活に根ざしたあらゆる医療を提供する

こと。ですのでデパート方式ということであります。換言すれば市民が安心して生活するた

めの医療、福祉の施設整備と良質なサービスの提供と、これは当たり前のことであります。 

平成１５年の春に実施されました合併に伴う住民アンケートでも、保健医療のサービスを

推進する町。これがやはり旧３町ともトップを占めておりました。私も地域完結型市政のひ

とつの大きな柱としての位置づけ。そして安心して、安全で過ごせる地域。この柱として、

積極的に対応をしていかなければならないというふうに考えております。 

これを推進するためにはやはり保健医療、福祉、この連携が極めて重要でありまして、今、

このことをやっております旧大和の病院、南魚の医療福祉センター、これを例に上げますと、

大和病院健診センター、特養八色園、これがそれぞれ連携をいたしまして総合的な観点から

地域医療を推進しているということであります。 

これが今、この推進している部分につきましては、旧大和のサイズに一応限定をされてい

るということであります。当然でありますが、旧大和町時代に作成をしたそういう部門でご

ざいますので、六日町、塩沢を想定したことではなかったわけであります。これらが若干今、

齟齬が出てきているといいますか。これは基幹病院建設にあわせまして、市内の医療・福祉・

保健体制をどう再構築するかということで、庁内にも検討委員会を医師の皆さんも含めて立

ち上げたところでございます。今後、基幹病院等も視野におきながら、このことをきちんと

やっていかなければならないと。そして市民の皆さんがやはり安心して生活できるよう、と

いう思いで積極的に推進してまいりたいと思っております。 

一方で医療サービス。これは医療と言いましてもやはりサービス、サービス業であります

ので、市民にとって使い勝手の良い、そして敷居の高くない病院運営に。これは大和病院ば

かりではありませんで、城内病院もそして中ノ島診療所もそういうことに心がけていかなけ

ればならないということであります。 

ただ自治体がこの病院を運営するというのは非常にやはり厳しい面がございまして、財政

面もそうであります。特に医師の確保、これは本当に大変だということをつくづく実感をし

ております。旧六日町では城内病院がございます。これは大学との連携はほとんどありませ

んでしたので、スポット的に医師が足らなくなった場合は探さなければならない。それはま

たそれで良かったわけです。今度は大和病院の場合はほとんど大学との連携でありますので、

全てやはり大学に伺って、そこから派遣をしてもらうということになりますが、これも非常
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に大学の意思で本当に左右される。今年も４月に自治医大の皆さんから内科医２名が、言い

方悪いですけども、引き上げられたという実態もあるわけであります。この医師確保は本当

に大変なことだなとつくづく実感しておりますが、これも基幹病院が今の構想のなかで建設

をされますと、そこから医師を養成をして、そして魚沼地域の病院に優先的に配置をすると

いうことが謳われておりますし、それが合意事項であります。そういう面では今度は医師確

保にそれ程精力を費やさなくても、何とかやっていけるんだろうと。そして診療科目も地域

のニーズにあった、この科目がないとかそういうことにはならない、特に小児科、産婦人科、

それらを含めてきちんとした今度は体制をとれるもんだと思います。そういうことに非常に

今、期待をかけているわけでございますけれども、今後全力で対応していこうという決意だ

けを申しあげてご理解いただきたいと思います。 

改正の介護保険法。これで現場に混乱と動揺が生じているということでありますが、この

介護保険制度の改正に伴う各サービスの具体的な報酬や基準の公表。これにつきましては、

国の審議会の基本方針を受けまして、年明けの１月中旬以降ということになっております。

事業者といたしましても、これまでの動向を注視しながら具体的にはこれらの結果を踏まえ

ての最終判断になる。ただこの法律が、中身がある程度私たちに伝わってきたなかで、八色

園で試算をいたしましたら、やっぱり年間６,０００万円くらいの減収という予想等が出てお

ります。これが具体的にそうなるのかならんのかまだはっきりわかりませんけれど、非常に

厳しい状況だということは認識をしております。 

今回の改正は本当に介護保険制度が始まって以来の大改革でありまして、国もこういう状

況を見ながら、しばらくは事業者も混乱が予想されますけれども、情報が私どもに入り次第、

やはり速やかに周知していきたいということだと思っております。 

サービス内容につきましては、予防重視型システムへの転換が図られている。新予防給付

は利用者の「自立支援」これをより推進する立場から、既存のサービスに「状態の維持・改

善可能性」の観点が加味をされるということでありまして、運動器――これは器の方ですけ

れども――の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上。こういう新メニューが導入されること

で、その意識も変わってくるというふうに思っております。利用者にとりましては、そうそ

う大幅にサービスの内容が変わってくるということではないというふうに私は理解いたして

おります。 

今回の制度改正につきましては、機会あるたびに都道府県、あるいはまた私どもの市町村

から多くの要望、意見は出されておりますけれども、結果的にはこの制度の持続可能性、こ

れを最優先した内容になってるんだと理解をしております。このまま改正もなしで今のまま

いきますと、介護保険制度そのものが破綻をしてしまうという、こういう懸念がやはり一番

強かったということであります。ここを最優先して、若干の部分はお互い目をつむろうとい

うことではありませんけども、我慢されるところは我慢しながら、これだけの制度で本当に

もう今、国民にとってはなくてはならない制度でありますので、この破綻を避けると。この

ことをやはり最優先していくということだと思っております。 
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５ 健康増進について 

健康増進についてであります。議員おっしゃっていただいたように、指定管理者制度に移

行したら、市民の皆さん方の使い勝手が悪くなったとか、市民の皆さん方へのサービスが低

下したと、このことだけは絶対避けなければならないというふうに考えております。来年か

らの指定管理者制度への移行というのは以前にも申しあげましたが、実質的に指定管理者制

度に馴染まないという部分が相当この地域にはあるわけであります。ただ指定管理者制度と

いうことですから、ほとんど市内の文化・スポーツ施設、これは全部対象にはなるわけであ

りあます。 

このことにつきましてはひとつですね、中沢俊一議員からも言っていただいたように、こ

れを本当にもうすぐ民間に移して、活性化できたり、あるいは経費の節減ができたりという、

そういう部分もやればできるという部分もあるわけであります。が、ただちょっとやっぱり

配慮しなければならないという部分につきましては、指定期間が２年とか３年とかと、これ

の場合は決まるわけです。長期的な展望が持ちにくくなるという、そういう欠陥があること

は確かであります。とくにこの文化会館、あるいはディスポート、こういう部分について収

益性が重視をされ、それがために事業が偏るとか市民の皆さん方の使い勝手が悪くなるとい

う、そういうことが懸念をされるということであります。 

これは中沢議員にも申しあげたとおりでありますが、そういうことを払拭するためにはじ

ゃあどうすればいいかということは、これからよく考えていかなければならないことであり

ますが、当面は現在のその団体等ともよく協議をしながら進めていくわけでありますけれど

も。議員おっしゃっていただいたそのことによって使い勝手が悪くなる、あるいは市民サー

ビスが落ちるということだけは避けるということであります。 

本来この設置目的というのが、その設置をしたときの目的があるわけでありますので、そ

れをやはり損なわない。今の市民会館でありますと、当時の六日町町民に文化の香りをと、

そういうことであります。そして文化には金がかかる。年間、あの当時私も議員でありまし

たが、４,０００万円から５,０００万円の町からの持ち出しは覚悟をしながら、あそこに文

化の殿堂を建てた。そしてディスポートも同じであります。市民の皆さん方の健康増進、そ

ういうことのために、この程度の持ち出しはもうある意味では致し方ないという。そういう

前提にたって建設をした建物でありますので、その本来の目的が損なわれる、そういうこと

にはなってはならないというふうに思っております。 

今後ともそういうことを念頭におきながら、しかしやっぱり経営的な部分もいつまで経っ

ても垂れ流し的にそういうことはできません。そこに経営的な手法を加味をしながら、より

良い施設の管理にあたっていきたいというふうに考えておりますので、今後ともよろしくお

願い申しあげます。以上であります。 

○教 育 長  ３ 教育について 

寺口議員の質問に答弁申し上げます。少子化に対応した教育環境の整備についてであります。

少子化が進むなかで今後どうしたらいいか、認識においては議員のご指摘と全く同じだと、
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こういうふうに思って聞いておりました。ご指摘にもありましたように、学校の教員の配当

は学級数で決まってまいりますが、学級数だけではなくて全校の児童・生徒数が一定のライ

ンを割り込みますと、専任の教務主任が外されてしまうというふうなこともまたあるわけで

あります。この辺に一人ひとりの価値観が多様化していくなかで、児童・生徒数が減少して

くると、従来にはなかった問題が発生してくる可能性を含んでいると、こんなふうに認識し

ております。 

そういうなかで私ども教育委員会では、昨年１２月２５日に今の教育委員５人が選任され

たわけでありますが、それ以来、各学校、校長会の機会を捉えまして、学校間の連携、それ

から小・中の連携というふうなことを訴え続けてまいりました。県教委におきましても、教

育事務所が小学校・中学校を指導で訪問する、これは前からやっているわけでありますが、

平成１５年度からはこのなかで、中学校を中心にしましてその中学校に生徒が通ってくる小

学校も含めてこれをグループにしまして、小・中の連携というふうなことを強めるための指

導をしてきたところであります。 

例えば中学校区として一番小さい単位は城内の小学校、城内中学校ということであります

が、このように１中、１小の場合は、研究授業等でも極めて厳しいお互いに批判が飛び交い

ます。例えば中学校の授業を小学校の先生が参観した後で、どうしてあの場面で子供たちに

教科書を読ませないのだとか、時間配分が本当に子供たちのためになっているかと。こうい

ったふうな極めて技術的な分野についてまで、極めて厳しい、私どもは初めてそこで参加し

たときには、こんなに厳しいことを言い合って、後で喧嘩にならないのかなと思うくらい厳

しいやり取りもしておられました。 

これが小学校の数が増えれば増えるほど、そういう厳しさが多少は薄らいでしまう。これ

はやむを得ないかと思いますけども、今後とも小学校で教えた子供たちが中学校に行ってい

るわけでありますから、小学校と中学の連携を深めて、このことによって俗に言われており

ます「中１ギャップ」こういったものを極力解消したり、あるいは生徒指導、それから特別

な支援を要する児童に対する指導が切れ目なく円滑に接続していくような、そういう連携の

強化を求めていきたいと、このように思っております。 

それから学力という観点から申しあげますと、昨日も申しあげたような気がいたしますが、

この地域は新採用の３年間あるいは６年間という、きわめて若い教職員が本当に大勢配され

ます。またこの先生方がいないとまわらないというのもまた実態であります。そういうなか

で学習指導センターというものをつくりまして、今までは数学と英語というふうなことでや

ってまいりましたが、この学習指導センターをさらに強化することによって、教職員の指導

力のさらなる向上。それからもうひとつは昨日も申しあげましたが、児童・生徒に基本的な

生活習慣を身につけさせ、家庭でも一定時間きちんと勉強するような、そういう努力をして

まいりたいと、このように考えておるところであります。今後ともご指導を賜りたいと思い

ます。終わります。 

○寺口友彦君  それでは再質問させていただきます。 
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１ 行政組織の再編について 

まず、行政組織と財政、一緒に質問させていただきたいと思います。私は新生南魚沼市は

株式会社南魚沼行政サービスという会社が誕生したと捉えるべきであると思っております。

それは情勢の変化もございますけれども、市民の皆さまが求めているサービスというのは何

かというものをよく汲み上げて、その必要なサービスというものをいかにコストを下げて提

供していくか。これがこれからの行政の課題であると私は考えているわけです。部局制とい

うものがそういうかたちでもって、今のような必要なサービスをいかにコストを下げて提供

していくことに貢献できるのかというところをまたお答え願いたいと思います。 

２ 財政について 

それから財政についてでありますけれども、配られました健全化計画を読ませていただき

ました。そのなかに載っていることは、見ますと改善の方向と姿勢、出されている項目につ

いては、今までやってこられたことではないかというように思っております。それは例えば

事務の方のＯＡ化等を見ますと、ＯＡ化によって事務は効率かされてという話ですけれども、

実際は職員１人１台にパソコンがあってもそのパソコンにかかりきりであって、実際に窓口

に来られた市民の方に対するサービスはそれは変わらない。むしろパソコンの方にかかる時

間が多くて、市民にお話をする時間がないというようなところは多々あるわけです。実質的

には効率を発揮できないものではないかというふうに考えているわけであります。 

そうした場合に、では何が大事かというふうに考えた場合については、やはり私は平成１

７年度の一般会計予算のなかで、特別職３名の給与総額が４,５００万円を超えているという

ところを見ましても、当局は本気でその財政健全化に取組む気があるのかというふうに市民

の皆さまにとられるのではないかと思っております。 

この健全化計画のなかでも来年度から３ヵ年、市長は１５パーセントカット。助役と収入

役、教育長については１０パーセントカットと、こういうものが出されておりますけども、

来年度職員の方は平均５パーセントの給与カットであるというようなことは人事院勧告から

実施されるということであります。けれども市長自らがもっと大幅なカットを示して、私は

本気でやるんだというところを職員に示さなければ、職員の士気はあがってこない。ここに

示されているようなことが絵に描いた餅で終わってしまう可能性もあるわけです。そういう

意味でも市長の強い意気込みというのを聞きたかったわけであります。 

さらに財政についてもう少しお聞きしたいのは、ようするに２０１０年度の後半にあたっ

て、総務省の方はプライマリーバランスというものを黒字に転化しろ、というようなお達し

を出してくるそうであります。そうしたなかでやはりこのバランスというのが、いかに大事

であるかということを市長は認識なさって、今ある負債を次の世代におっかぶせるというよ

うな今のような図式をなくしていくんだと。そういうところの意気込みを聞きたかったわけ

であります。 

こういうことを全て実行するについて、私は情報公開と、それから行政サービスに対する

評価と、そして市民の皆さまの参加と、この３本柱が必要であるというふうに思っています。
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この３本柱を利用しながら、行政、財政改革に取組んでいくべきであるというふうに思いま

すので、それに対する市長のお考えをお聞きしたいと思います。 

３ 教育について 

それから３番の教育についてでありますけども、非常に予算の厳しいなか、教育委員会の

仕事はこれから大変増えるわけで、非常に厳しくなるというふうに思っておりますけども、

私の申しました小・中一貫と、小・中の連携ということは、これからは行政サービスも全て

含めてでありますけども、地域、コミュニティというものの力が必要になってくると。その

コミュニティの力を利用しながら小・中で連携を強めていくと。 

これは東京の方では既に実施されているところもありますけれども、非常にお金のかかる

話であります。小・中で共通したカリキュラムを作成して、小学校の先生が中学へ行ったり、

中学の先生が小学校へ行ったりというような交流も図ったりというなかで、義務教育機関で

しっかりと子供たちを育てていくということを実践してるところもあるわけですけれど、そ

ういうことをするについても非常にお金のかかる話であります。 

しかし、私はやっぱり教育は人づくりであると。人をつくれば地域づくり。この南魚沼市

が発展していくためには、やはり人づくりが必要であるというふうに私は考えております。

厳しい財政運営のなかでも教育についての予算については、あれはだめだ、これはだめだと

いうことでなく、市民の皆さまの要求にお答えするようなかたちで予算づけを行うべきであ

ると考えますが、その点についての回答をお願いいたします。 

４ 医療・福祉について 

それから福祉・医療についてであります。私が一番心配しているのは、基幹病院というも

のが先にありきで、基幹病院という考えがこの既存の市立病院、中之島診療所も含めてであ

りますけれど、それに対して整備を行っていくことに対する障害条件になっているのではな

いかと。これを一番心配しているわけであります。そこのところのお考えをもう一度聞かせ

ていただきたいと思います。 

それから改正介護保険法であります。確かに１月になりませんと国の方針も料金も全く決

まらないというような状況でありますけども、それはわかっております。そういうような状

況が発生して、じゃあ現場でもって来年から３ヵ年の介護保険の給付の総額が決まるわけで

ありますが、そうしたなかでこれはこの地方にあわないというようなところの考えも出てく

るわけです。そうした場合について県や国に対して意見を申しあげる気はないのかというこ

とをお伺いしたいわけであります。 

介護保険というのは全国一律のサービス、一律の料金ということでやっておりますけども、

やはり何年かやってみた結果、やはり地方には地方の経済状態があるわけですから、全国一

律料金というのはいかがなものかというようなところも含めて、県や国に意見を申しあげて

いただきたいということを言っているわけであります。それについての市長の考えをお伺い

します。 

５ 健康増進について 
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最後に健康増進についてでありますけども、確かにこの指定管理者制度によって今までの

活動が制約されないようにというお考えは、前の議員の説明の方からも聞きました。しかし

私どもが一番心配をしているのは、お祭りというもの――例えばこの１０月に行われました

塩沢の一周駅伝というようなものですけども、お祭りというようなものに対して、これは縦

断駅伝もあるからこれは２つもいらないんじゃないか、というように簡単にそれを止めてい

こうというような考えはいかがなものか。やはりこの南魚沼に住んでいて良いと思うところ

は、いろいろなお祭りがあるからです。それは確かに担当している方たちの負担も大きいも

のであります。けれどもやはりそういう方たちの意見を聞きながら、スポーツ・文化活動と

いうものについてはやはり理解を示していただいて、ただ単に２つあるから１つでいいじゃ

ないか、というようなかたちでもってなくすというような方向はいかがなものか、というこ

とで質問をさせていただきます。  

○市   長  １ 行政組織の再編について 

１点目でありますけれども、部局制。これが今、議員おっしゃったように市民サービスの

向上、それらに直結するかということであります。これは直結しなければ当然導入しません。

直結しなければ導入しません。今の組織のなかで結局、決裁範囲が非常に課長さん方が狭め

られているわけであります。狭くなっているんです。必ず助役のところとか、私のところに

上がってこなければ決裁ができない。それを部局制を敷くことによって、部長、局長の決裁

でできることというのが想定すればできるわけです。それだけサービスも迅速に行えるとい

う、そういう部分もあります。ですのでそれらはいろいろ比較検討しながら。 

ただやっぱりひとつだけ余計な組織ができるわけですから、私の意志の伝達が遅れるとい

うことも、弊害的に出てくるかもわからない。そういうことを総合的に勘案をしながら検討

していくということでございます。まだ部局制を導入するというふうに決めたとか、そうい

うことではありません。ただそういうことも念頭におきながらということです。 

パソコン。今、確かに私も見ていて１人に１台のパソコンであります。本当にまたそれに

ほとんどはもう慣れているわけですけれども、かかりきり。お客さんが来ても気が付かない

とか、そういうことは若干見受けられる部分があります。これはやっぱり職員の意識であり

ますから、そういうことのないようによく徹底をしていかなければならないと思っています。

ひとつのＯＡ化の弊害だということは、私自身もそれは感じております。あれについていれ

ばただ仕事をしていなくても、していても仕事しているように見えますし。そういう面も含

めて、これは職員の意識の問題でありますので、そういう指摘を受けないようにきちんと教

育していきたいと。 

２ 財政について 

財政についてであります。市長のカット幅が少ないということでありますが、これは何を

もってですね。例えば私が半額にして、やってそれでことが済むかと、そういう問題ではあ

りません。ですのでこれは何をもってするか。１５パーセントがいいのか、２０パーセント

がいいのか、いや１０パーセントでいいのかというのは、例えば２０パーセントにすればそ
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のことで財政の健全化がきちんとできる、例えばですね。１５パーセントだとこれは達成で

きないぞというようなことがあれば、当然２０もやりますよ。半分でも結構です。ただそう

いう状況ではない。１５パーセントが、皆さん方が私が１５パーセントカットするのが、も

しそれは意気込みが足りないぞと、不足だぞと、いうことであったら、どうぞまた議会の皆

さん方から市長の給与をもっと下げろとかですね、それは声をあげて下さい。私は今の状況

のなかで１５パーセント、そして他の特別職は１０パーセント。これでいいだろうという思

いでそういう提案をさせていただきました。ですので、またそれはそれぞれご意見をお聞か

せいただきたいと思います。 

それから後年度に負担を、ということであります。これはですね、今、今やったことを後

年度ということで、これからやる、このことは必ず後年度に負担をさせていいわけでありま

す。１例をいつも申しあげておりますが、下水道は管路、管路は７０年もつんですね。７０

年。それを今の人間が全部負担をして、それでいいのか。そうじゃないんです。やっぱり使

う人、私たちの子供や孫もその負担を負って当然なんです。今の世代が全部負担をしながら

ものをやっていくなんてことはできるはずがありませんから。後年度負担はあってあたりま

えだと私は思っています。 

私たちが全部消費をした、社会資本整備でなくて、消費をした分をそっくり後年度まわす

なんて、それはできません。それはなかなかできることではありませんけれども、そういう

やっぱり社会資本整備とか、そういう部分については、これは後年度、私たちの子供や孫に

負担があって当然だと、そういう考え方で先ほど申しあげたことであります。 

情報公開、市民参加。これはもうそれこそ当たり前のことでありまして、可能な限りの情

報は公開いたしますし、市民の皆さんにもそれぞれそういう立場のなかで参画をして欲しい

と。ですので昨日もちょっと申しあげましたが、住民基本自治条例。このことのなかで申し

あげましたが、募ってもなかなか参画していただけないという傾向があるということは事実

です。それをやはり啓蒙しながら参画を求めていくという、これは当たり前のことでありま

して、一生懸命でやります。今、庁舎整備の検討委員会、一般の方が６名というところに、

１０名といいましたか、１０名の応募がある。ありがたいことだと思っております。そうい

うことをやりながら、やはり市民の皆さん方から、当然であります子育て支援も含めて、我々

もやる、という。行政だけに任せておくということではない、という、そういう意識はやっ

ぱりもっていただきたい。そういうことを啓蒙していこうと思っております。 

４ 医療・福祉について 

病院関係のこと。医療関係でありますが、基幹病院が先にありきということではなくて、

基幹病院構想が出ていて、これは一番求めていたことでありますから。じゃあこの基幹病院

をどう生かしながら、私たちの地域医療をもう１回再構築するかということであります。基

幹病院があるから仕方ないなんてことでは、絶対考えられません。 

ですので、今の私たちの庁内のプロジェクトチームにも、基幹病院がこうだからこうだで

なくて、どういう基幹病院をやっぱりつくっていこう、そういう検討も含めてやって下さい
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ということをお願いしてあります。基幹病院ありきでやっているということではありません

ので、そこはひとつご理解をいただきたいと思います。 

５ 健康増進について 

最後のこの、具体的に申しあげていただきました駅伝であります。私は塩沢町の最後の駅

伝だと知らないで言ったんですね、言ったとき。そしたら最後だということ。いや何でこん

なにいい駅伝を止めるんだと。今、商工会の青年部の皆さん方が立ち上がっていただいて、

また塩沢駅伝をやろうということになっているんです。決して２つあるのを１つにしよう、

それは止めようということではありません。あれはなぜ止めることになったのか、私はちょ

っとわからなかったんです。だけれどもそういう話ですから、歴史もあってこれだけ大勢の

皆さんが参画していただいて、楽しんでいる行事をなぜ止めるんですかということで、具体

的に申しあげますけれども、宮田議員からちょっと中心になっていただいて、もう１度立ち

上げていただくと。立ち上がりができなければだめです。全て行政に頼るということではあ

りません。 

そういうことで地域、地域のことはきちんと生かしていきたいし、やっぱり皆さん方が継

続の要望があったり、こういうこともやりたいと。お祭りなんかは本当は毎日やってもらい

たいくらいですね。そのくらいにしてやっぱり地域を活性化していきたいという思いであり

ますので、ご理解を賜りたいと思います。 

４ 医療・福祉について 

失礼、もうひとつ。介護保険、このことであります。これは当然私どもも現場で、今の例

えば法改正でこういう不具合があると、こういう矛盾があると、これは必ずあげます。あげ

て声をあげて、やっぱりそれは地域にあった、実情にあったふうにやってもらいたいと、こ

れは確実にあげていこうと。ただそれが実るかどうかはちょっと別の問題ですけでも、それ

は先頭に立ってやらせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○教 育 長  ３ 教育について 

教育について答弁を申しあげます。まずこのコミュニティの力を利用してということでご

ざいますが、もっともなご指摘であります。ややもすると学校というところは、かつてはど

うしてもその閉鎖的な世界という指摘を受けてきたところであります。まず学校で何をやっ

ているかというふうなことを地域に知っていただく。それからやっていることの評価もして

いただくと、こういう方向で進まなければならないということで頑張っております。もう少

し長い目で見ていただければ、確実に変わってくると、あるいは変えますということを申し

あげたいと思います。 

学校だけで、教師だけで子供たちを教育、指導しようとしましても、なかなか難しい。お

そらく思ったほどの効果は得られないんじゃないかな、こういうふうな気がいたします。学

校は地域と一緒になってこそ、大きな力が発揮できる。このように思っておりますので、今

ほど申しあげましたような方向で今後ともさらに努力をしてまいりたいと思っております。 

それから小・中の交流でありますが、確かに先進地におきましては、小学校と中学校の教
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員の交流、あるいは特区で始まったことでありますが、小・中の一貫。これが東京都の一部

では区をあげての取組みというふうなこともなされております。いきなりそこまでは難しい

なと思いますけれども、とにかく小学校の授業に中学校の先生が参観する。中学校の授業を

小学校の先生が参観する。そして自分たちが教えた生徒が今、どうなっているか。あるいは

今、教えている生徒が小学校のときはどうだったのか。そういったことも認識を共有し、指

導の一貫性を保ってまいりたい。このように考えております。 

そして人づくりについてでありますが、地域と一体になって子供たちを指導する。そして

そのなかで地域の皆さんからも教育に参画していただく。教職員も地域の行事や地域の皆さ

んの価値観、願いというふうなものにしっかりと共有すると。こういうことで人づくりの分

野でも貢献していきたいなと、こんなふうに思っております。 

なお、大変厳しい財政状況というなかでありますが、こういったことを実現するために、

必要だと思うものについては、教育委員会としては市長に対して予算の要請をしてまいると

ころでありますが、どのような査定を受けるかは、これは市長の判断でありますので、ここ

では答弁を控えさせていただきます。以上であります。 

○寺口友彦君  それでは再々質問をさせていただきます。 

１ 行政組織の再編について 

私は新生南魚沼市になりまして、既成のサービスを含めてなんですけれども、新しいサー

ビスも入れながら、全てのサービスについて見直しが行われて、そしてその過程のなかで部

局制と。そして庁舎の問題はどうなるかというふうにやっていくべきであるというふうに思

っております。 

本庁者方式というようにおっしゃりますけれども、財政的な裏づけが非常にないものです

から、とりあえずはそういうような考えはお持ちでも、来年度から実施をしていくというよ

うなかたちではなくて、やはり３庁舎を有効に利用するということをまず最大限に考えるべ

きであるというふうに私は思っております。 

そして市民の皆さまのサービスがどのようなものかといっても、それを全部実行できるわ

けではありませんので、それに対しては市民の皆さまに我慢をお願いするわけであります。

その際に市長がどのような理由付けでもって、これは残念ながらできません、というときに、

市庁舎は本庁舎方式でやるのです、というようなところでは納得していただけないであろう

というふうに私は思っております。 

実際に塩沢の庁舎をみますれば非常に空室がめだっております。大和庁舎についてはまだ

非常にいい建物であります。この３庁舎をいかに有効に利用して皆さまのサービスにお答え

をしていくか、というところが大事なところであるというふうに私は考えておりますので、

それについてもう一度お考えをお聞かせ願いたいと思います。 

２ 財政について 

それから財政について、次の世代に送るというのは、これは当たり前の話だとおっしゃら

れますけれども、私が問題にしているのはその額であります。実際でいえば南魚沼市は自力
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で返さなければならないような負債が、私は５５０億円を超えているだろうと見積もってお

ります。そうしたなかでプライマリーバランスというのを常に考えながら、これ以上の負債

は増やさないような方向へもっていくというところをはっきりと打ち出さない限り、なかな

か今の借金漬けの体制は解消できないのではないかと考えておりますので、そこのところの

答弁をお願いしたいと思います。 

４ 医療・福祉について 

医療・福祉については市民クラブの佐藤議員がまた次に質問いたしますので、そちらにお

譲りいたします。 

３ 教育について 

教育については、教育委員長の方は、意気込みはあるということですので、それに期待を

いたしまして、私も微力ではありますけどもサポートができればというふうに思っておりま

す。 

５ 健康増進について 

それから健康増進ということで、駅伝についてというふうなお話もありました。私は健康

増進ということは中沢一博議員がおっしゃいましたように、やはりぴんぴん元気でいるとい

うのが医者にかからずに、そうすれば保険も使わずに市も楽になる、というふうに考えてお

ります。そういうような方向でこの指定管理者制度も有効に利用しながら、市民サービスの

向上等、経費節減を図りながら、やはり文化・スポーツ活動を盛んにしていって、スポーツ

を通じて明るい町づくりをしていくというようなところが必要であると考えますので、その

ことについてもいま一度市長のお考えをお伺いしたいと思います。 

○市   長  １ 行政組織の再編について 

行政組織の件でありますけれども、前々からといいますか他の議員の方にも申しあげてあ

りますが、例えば本庁舎方式をとって、大和、塩沢を支所方式にして、それで市民サービス

が低下するということにはしない方法を考えるということであります。しない方法を考える

ということです。そういうふうにご理解ください。 

そして来年度から実施ということでなく、来年度この検討をさせていただいて、庁舎はま

だできませんけれども１９年度からその組織のなかで動きたいと。ただその組織を一度再編

してみたときに、この庁舎にいわゆる本庁機能がそっくり入るようであれば、別に増築も何

もいらないわけであります。ただいまの状況では、もう今で満杯でありますから入りきらな

いだろうということで、庁舎の建設、増築の検討委員会を立ち上げたと。これは庁舎全般で

ありますから、ただここへ増築するということだけでなくて、塩沢・大和この庁舎もどうい

うふうに利用すればいいのか、ここらも含めて検討いただきたいということであります。来

年度できればなるべく早いうちにと思っていますが、この機構の再編・改革をまずやると。

そこからスタートするということでありますので。当然原点は市民サービスの低下はさせな

いということを原点においてやらせていただきたいと思っております。 

２ 財政について 



 - 16 -

財政ですけれども、私もこれ以上借入れ、起債を増やして、どんどんとそういうことを次

世代に送っていこうということではありません。必要な社会資本整備はやらせていただかな

ければなりません。そのために出るいわゆる債務、これはやっぱり次世代も一緒になって負

担していってもらいたいと。今の全体で９００億円を超える部分を、１,０００億円になって

もいい、２,０００億円になってもいいという、そんな考え方は全くしておりません。この後

の財政健全化計画のなかでも触れておりますけれども、これはやっぱり圧縮していくという

考え方は当然でありますので、そういうことに心がけたいと思っております。 

５ 健康増進について 

健康関係であります。これはおっしゃるとおりでありまして、もう一番の基本はやはり市

民の皆さんがみんな健康でいただきたい。そのためのそれぞれの行事、これらはやっぱり一

生懸命やっていただきたいし、市がまたお手伝いできる部分、主催する部分、これらもあろ

うかと思いますが、そういうことに配慮しながら、数だけ合わせて２つあったものを１つに

すればいいとか、そういう安易な考え方は持たないでやっていこうと思っておりますので、

またよろしくお願い申しあげます。 

○議   長  質問順位２０番、議席番号２２番・笠原喜一郎君。 

○笠原喜一郎君  通告にしたがいまして、２点ほど質問させていただきます。 

１ 健全経営の基幹病院とは 

１点目は基幹病院を核として、この南魚沼市にどういう安全・安心な体制をつくるかとい

うことでお聞きをいたします。私は政治とは、現実に起きている問題にひとつひとつ対応し

ながら明日をつくるという仕事であると思っております。市長は自分の公約のなかで自己完

結型の市政を目指したいと、そう述べられております。私もそのひとつとして、この南魚沼

市に住んでいる６万３,０００人の市民が、本当に安全・安心して暮らせる、そういう社会を

２０年先、３０年先を見据えたなかで私たちは今、つくっていかなければならないというふ

うに思っております。 

そのひとつのチャンスが、私はこの基幹病院を核としてどう、今持っている大和病院、あ

るいは城内病院というその財産をどう活用しながら、安全・安心を確保していくか。そのこ

とが私たちのこの４年間に課せられたなかでは、私は最重要課題であるというふうに考えて

おります。 

私は医療については全くの素人であります。また今、真剣になって取組んでいられる医療

関係者の皆さんに対して、ひょっとすれば失礼な言い方があるかもわかりませんけども、明

日をつくるというその責任のなかで発言を許していただきたいと思っております。 

私は基幹病院を論じるときにまず一番に考えなければならないことは、医師をどう確保す

るかということであります。この地域は小児科、あるいは産婦人科をはじめとして、慢性的

な医師不足であります。そしてこの医師不足、小児科の医師不足はこの南魚沼市だけで起き

ている問題でなくて、全国で起きている問題であります。ということは今の状況のなかで医

師をみつけてくるということは、非常に困難なことであります。 
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ではどうしたらそれらに対応して医師を確保できるか。それは私は、今、建設が計画をさ

れている基幹病院の建設。早期建設するしかないというふうに思っております。しかし基幹

病院のその医師を確保するについて、どういう体制で基幹病院を建設をした方がいいのか。

それが一番の問題であります。市民は県立であろうが、あるいは民間であろうが、あるいは

一部事務組合であろうが看板にこだわるものではありません。どなたがやろうが、この地域

に安全と安心を確保させていただくことができるならば、それに私はこだわるものではない

というふうに思っております。 

そういう意味で基幹病院、その医師確保にとって今、県は新潟大学との分院というかたち

でこの前、県の方から市に連絡があったというふうに市長は初日に述べられております。し

かし私は、この新潟大学の分院という構想がはたして本当に医師確保に一番ベストなのかと。

今、私は少し疑問を持っているところがあります。 

そしてもうひとつはこの基幹病院、３００床から４００床という基幹病院ができることに

よって、この医療圏域のベッド数は２６０くらい減らさなければならないという現実があり

ます。小出病院、六日町病院、あるいは十日町病院を含めて、あるいは市立病院も含めてど

う減少をしていくのか。仮に大和地域につくられたときに、六日町病院が減少するというこ

とは、とりもなおさず六日町地区、あるいは塩沢地区の人たちにとってみれば、一次医療を

担うという意味ではマイナスになるわけです。それらをどうカバーをしていくのか。そして

ベッド数が減るということは医師の確保はなかなか難しいという現実があるわけです。 

それらを含めて医師を確保するために今、県が打ち出されている新潟大学の分院というこ

とに対して、市長はどのように考えられているかをお聞きいたします。 

２つ目はそれこそ救命救急の機能をもった病院にしていただきたいということであります。

しかしこの救命救急の機能の病院というのは、どなたがやろうが採算的には非常に難しい病

院であります。ひとつのベッドに４人の看護士が、そして２４時間体制で携わるということ

になれば、ひとベッドに３×４の１２人の看護士が常時ついていかなければならない。それ

かけるベッド数であります。なかなか合わないわけです。 

県は最初１００万人に１ヶ所の救急センター。それが今、７圏域の医療圏域に再編をされ

たなかで、サブ三次というかたちでそれを設置をしようとしている。この魚沼は２０万人で

あります。なかなか私は採算的に見たなかでは難しいというふうに思っていますけども、し

かしこの地域が求める一番のまた医療であります。そういう意味でこの部分については、県

から全てを私は負担をしていただき、そして実現をしていただきたいと考えているところで

あります。 

さて２点目。大きく分けて２点目は、この病院を含めてそしてこれから再編をされる病院

を含めて、将来に亘って健全な経営をどうつくっていく体制が一番いいかということであり

あます。協議会が県に最初に言ったのは、県立県営でやっていただきたいということであり

ます。しかし知事は県立県営にこだわるならば、前に進みませんよ、ということで、協議会

では再度協議したなかで、尊重するという言い方をしております。しかし今、県から出てき
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たものは分院方式。新潟大学の分院方式でやるということであります。この分院方式は県と

市町村が出資をして財団をつくり、そして運営についてはその財団が負かるという、若干変

化はあるかも知れませんけども、おおまかそういうことであります。 

しかし冷静に考えたときに基幹病院に市の関わりをもち、さらに市立病院を維持していく

ということが今の財政のなかで許せるか、可能かということになると、私は、それはなかな

か難しいというふうに思っております。 

しかしここに出ている県立県営では無理だと。そして医師については新潟大学が確保する

と、そして運営については県が責任をもつという言い方を記者会見で言っていました。一方

で県立県営は無理だと。しかし運営については県が責任をもつと、いうそこを自分たちで想

像すれば、それは県だけでなく、そこに市町村も出資をする、あるいは厚生団体として設立、

あるいは運営に関わるという、そういう私は意味が含まれているというふうに思っておりま

す。 

しかし先ほど言ったように、市立病院をもちながら、さらに基幹病院の建設、あるいは運

営に携わるほど、この南魚沼市は財政的に私はそこまで余裕はないというふうに思っていま

す。今、県から具体的なものはありませんけれども、そうしたことは当然想定をされるわけ

です。市長はどのように考えられているのか、お聞きをいたします。 

そして最後でありますけども、この基幹病院はいろいろな機能のなかで、地域医療の支援

というものが大きく謳われております。しかし今、大和病院と新潟大学は、はっきり言って

行き来はないはずであります。仮に基幹病院を新潟大学が設立をしたときに、ベッド数が減

る市立病院、あるいは周辺の病院に、はたして今まではなかったけれども、今度はあるんだ

ということで支援体制がはたしてできるのか。そうして考えたときに、そのサテライトの病

院は基幹病院と同じのがいいのか。あるいはそこまで新潟大学がサテライトも含めてやれる

と私は思っていませんけれども、そうしたときに最初言ったように、医師の確保、あるいは

支援、それらがいわれているようなことが本当にきちっとできるのか。私は心配をしている

ところでありますけども、市長のいろいろなことを想定をしたなかでお考えをお聞きをいた

します。 

２ 保育料の見直しについて 

２点目は、保育料の見直しということでお聞きをいたします。この２００５年の国勢調査

の速報値がつい最近出ました。６万３,０００人ちょっとであります。西暦２０００年、５年

前に比べまして、２,１００人ほどの減少であります。率にして３.３パーセント。この少子

化というなかで、私は国も一生懸命やっているというふうに思っております。また市もいろ

いろな施策をやられております。しかし私が今言ったように保育料を仮に見直したからとい

って、そのことによって少子化に歯止めがかかるほど簡単なことでないということは百も承

知をしております。 

しかし、ある程度政策をやっていても、その歯止めが見えないなかでは、私はある程度経

済的な支援もしなければならないと、６月議会でそういう質問をいたしました。保育料の値



 - 19 -

下げであります。そのことに対して市長は、子育て支援、保育料値下げも含めてですけども、

子育て支援は市が最優先に取組まなければならない課題である、という答弁をされておりま

す。今現在の状況、そしてそういった答弁のなかで、どのように対応されたのかを改めてお

聞きをします。以上、２点お願いをいたします。 

○議   長  休憩といたします。休憩後の再開は１１時といたします。 

（午前１０時４４分） 

○議   長  休憩を閉じて本会議を再開いたします。 

（午前１１時００分） 

○市   長  笠原議員の質問にお答えいたします。 

１ 健全経営の基幹病院とは 

この基幹病院の理念、これは全く議員と同じでありまして、本当にそういうかたちでこれ

から地域の医療体制を充実させて、そして安心して安全で過ごせる地域づくり、これに役立

てていきたいと思っております。 

具体的なことに入りますけれども、ちょっとデータを申しあげますが、医師の数。これは

全国では人口１０万人に対して２０６人。県では１７６人、六日町圏域では１２７人という、

こういう状況でありまして、医師が不足をしているということはここで如実に現れておりま

す。これは研修制度の影響もあります。そういうなかで新大の下条教授の方から、小児科の

問題が去年、一昨年と出ていたわけであります。お願いに行った際にこの制度がまわり始め、

最初は２年間でありますが、後期が３年あって５年。この５年のサイクルがまわり始めれば、

なんとか医師供給もまた可能になるというお話を伺っておりまして、具体的には平成１９年

から今の県立六日町病院に小児科医をきちんと派遣といいますか定着させるということはお

伺いしておりますので、ようやくその制度が周りはじめたということだと思っております。 

そうは申しましても慢性的な医師不足という状況は続いているわけでありまして、基幹病

院、これはひとつの大きな目標、目的のなかに医師の供給ということは強く謳われておりま

す。ここで研修を受けて一人前になったお医者さんが輩出をされていくわけでありますけれ

ども、これは今、県の方もそういう考えでありますし、私どもも協議会のなかで一致をして、

ここから出てきたお医者さんは魚沼地域に優先的に配置をしていただく。こういうことをき

ちんと今、申しあげておりますし、そういう方向にいっていただけるものだというふうに確

信をしているところであります。 

新大の件であります。これは新大構想という部分が、皆さん方ご承知だと思いますけれど

も、新聞紙上を飾ったわけであります。１００パーセント新大が医師を確保するということ

ではないようでありまして、それを核にして。当然でありますが、新幹線駅という部分のな

かには、首都圏そういうところからの医師、これも当然供給可能にするという目的が含まれ

ております。新大以外にもそれぞれ特別な教授とか、指導的な教授とかそういう皆さんはや

はり首都圏――首都圏には限りませんけれども、そういうところから招聘をしたいという構

想であります。主体として新大ということであります。 
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ベッド数は確かに今の状況でありますと、基幹病院に３００ということになればやはりこ

の地域の他の病院から３００のベッド数を減らさなければ。今の状況でいえばですね。です

ので私どもが想定をしていることは、小出、市立の大和病院、そして六日町病院、これはそ

のベッド数削減の対象にはなるだろうという考え方であります。ただ医療圏の問題もありま

すし、それからこのベッド数が何か６０幾つか増えるかというような、そういうお話もあり

まして、まだ確定的ではありませんけれど。いずれにしろ既存病院のベッド数は、今のまま

ではいかれないということは確かだと思っております。 

そこをきちんとカバーするために基幹病院があって、そして１次、２次、この医療がこの

地域で質が落ちたとか、そういうことにならないような方策、方法、これをきちんと県の方

にも訴えながらやっていきたいと。ベッド数の減少によって患者さんに迷惑がかかると、そ

ういうことにならない法方を一緒になって考えていきたいと思っております。 

長岡、これに頼っていた救急救命機能。今、基幹病院の大きな目的のひとつのなかにも救

急救命これは含まれておりますが、議員ご指摘のように、これはやはり１００万人に１ヶ所

くらいがまあまあ通常のかたちだそうであります。ですのでこの圏域２０万人、そのなかに

救急救命機能、これを置くということはある意味では経営的に見ますと厳しい場面があろう

かと思います。けれどもこれは私どもも当初から救急救命、これは県の方からも打ち出して

おりましたので、必ず実現していただけるもんだと思っておりますし、していくように努力

しなければならないと思っております。 

新たに堀内座長の方から、心臓外科、これもやはり入れなければならないというようなお

話もありまして、これは年間最低でも７０症例くらいでいわゆる手術がないと、外科医の腕

が鈍るということだそうであります。じゃあこの地域に７０人も毎年毎年、心臓の難しい手

術、心臓外科をやる例が出るかどうか。これは非常に厳しいことだと思っておりますけれど

も、こういう部門につきましては、長岡、日赤病院、これらとの連携、病院のネットワーク、

これを工夫することによって、なんとか解消できるのではないかというふうに思っておりま

すが、それこそ素人でありますので、まだよくわかりません。わかりませんが、県とさらに

そういうことも含めて協議を進めていきたいと考えております。 

運営形態のことであります。県立県営ということにはもうならない。これは皆さん方ご承

知のとおりでありますが、今、その運営形態について新聞紙上では地元自治体、県が出資を

しあって、財団法人ということで出ておりました。これは県の方はあまりそういう考え方は

持っていないようであります。ただ、個人、市民の皆さん方が出資をしていただけるような

方法はないのかということを、担当の課長はそういう方法もあればいいがな、という程度の

ことをおっしゃっておりますが、各自治体、それらに出資を求めるということにはまずなっ

ていかないという方向だと思っております。 

運営母体につきましては、それぞれ独立行政法人、あるいは財団法人、医療法人、それぞ

れ出てくるわけでありましょうけれども、厚生連等も議員それぞれちょっとこう勉強してい

ただいたようでありますけれども。厚生連も非常に強い意欲を示しているというお話も伺っ
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ておりますので、どういうかたちになりますかちょっとわかりませんが。厚生連も新大とは

非常に連携が深いようでありますので、方向がそういうふうになるのかもわかりませんが、

これはまだ確定的ではございませんけれども。そんな方向で私どもにその建設の際、あるい

は運営について関係自治体に負担を求めるということは、私はない方向を願っておりますし、

そういう方向が強いという感じはいたしておりますけれども、これはまだわかりません。 

ただ経営的に非常に厳しいことは間違いありませんので、県もこの繰出し基準による繰出

しは、その今の基幹病院にきちんとやっていくということはお話してあります。繰出し基準

による繰出しですね。これはどの程度の額になるのかはちょっとわかりません。その上にま

た赤字ということは想定をしない方法を考えたいということでありますので、その辺がどう

いうかたちになりますか、ちょっとわかりませんけれども。そういう方向で、これからも私

どもも要望していきたいと思いますし、そういう方向になるべく努力をさせていただきたい

というふうに思っています。この経営には県がやはり責任をもつという方向でやっていただ

けるものだというふうに考えております。 

市立病院、２県立病院、そして基幹病院、この連携であります。今、市立の大和病院は、

新大との連携は非常に強いものがございまして、また年明けにも新大の下条教授の方にもお

願いに行ってまいりますけれども、今、新大から２名、口腔外科のお医者さんが常勤で１人

おいでいただいておりますし、もう１人。新大から今２人、来ていらっしゃる。小児科の先

生でありましたけれども、今、ちょっと研修中で海外に行っておりますが。そういうことで

新大とは、城内病院と違いまして、非常に連携は深い方向だと思っておりますので、そこだ

けひとつお願いいたします。 

そして基幹病院が建設をされましても、基幹病院だけでこの地域医療全体を担うものでは

ない。そのサテライトという言い方がいいのか、保管という言い方がいいのかわかりません

けれども、１次、２次、この部分については当然この地域の医療で賄っていかなければなら

ない。私どももそのことは非常に心配でありまして、基幹病院が紹介型の３次医療に特化す

るのか、あるいは１次からもう全部やるのかということを、今、県に問い合わせを何度かや

りますが、今のところやはり３次に特化をした考え方ということを言っておりますが、これ

はわかりません。千葉県ではそういうかたちで発足をいたしましたけれども、とてもそれだ

けでは経営が成り立たないということで、１次――いわゆる一般外来も含めて、全部受け入

れるようになり、そして経営が建て直ったという。そういう事例もありますので、これはち

ょっとわかりませんが。 

例えば１次医療から基幹病院が担うにいたしましても、県立の六日町病院、あるいは小出

病院、そして大和病院の機能が全くなくなるということではありません。当然ですけれども、

その地域、地域で１次、２次の医療をきちんと賄える病院をここに存続をさせていかなけれ

ばならないわけであります。そういうことは十分私どもも考えながらやっていきたいと思っ

ております。 

またこういう問題につきましても、基幹病院の検討委員会、前々から申しあげております
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庁内に発足したこの検討委員会のなかで、どういう体制を再構築するのが一番この地域にベ

ターなのかと、このことも当然でありますが検討していただいているところであります。 

２ 保育料の見直しについて 

保育料の関係であります。通告には意気込みが感じられないとありましたので「ん」と思

ったんですが、ここでは申しあげられていただきませんでしたので、取り消したと思ってい

ます。アンケート調査、あるいは懇談会、これらのなかの要望でやっぱり一番多いのは、ご

承知でしょうけれども、経済的な支援であります。少子化対策として現在は、第３子以降の

２０パーセント軽減。これを講じながら国基準の８０パーセント程度で負担をいただいてい

るということであります。これから今、具体的な項目を絞り込んで、１８年度予算でどれだ

け予算づけができるかということに取組んでいます。当然ですけれども、保育料の見直しに

も取組まなければならないということです。 

特にこの階級の細分化につきましては、税制改正、これは定率減税と配偶者特別控除の廃

止が入りますので、これによる影響をやっぱり最小限に抑えていかなければならないという

ことも含めますと、階級の細分化は避けて通れないということであります。他にもそれぞれ

現在試算中でありまして、どこまでできるのか。そして将来的にはどうできるのか。これも

含めて。 

財源も当然必要でありますので、財源につきましては、昨日、一昨日の答弁のなかでも申

しあげておりますように、合併振興基金の利息運用、これが運用がうまくできれば、これは

今、検討中であります。あるいはどうしてもやっぱりその財源が必要で、地域全体としてこ

れをやらなければならない。そういう場合には、市民の皆さんに負担増のお願いも含めて、

考えていかなければならないという思いであります。一生懸命取組んで、本当に最優先課題

というふうに認識はしておりますので、またよろしくご指導をお願いいたします。以上であ

ります。 

○笠原喜一郎君  ありがとうございました。再質問を２点ほどさせていただきます。 

１ 健全経営の基幹病院とは 

最初に基幹病院でありますけども、これから県が具体的にこういうかたちでやりたいとい

うことで示されるわけです。示されたときに、それからじゃあ私たちである程度検討して返

答するということでなくて、この庁舎の検討委員会のなかでもあるように、市における医療

の提供体制に関する事項というのが所管の事項に入っているわけです。ですからまずこの南

魚沼市の医療のビジョンをまずここできちんとつくって、そうしたなかで県がこういうふう

に言ってきたときには、じゃあこういう対応をしようとか。あるいは県がこういうふうに言

ってきたときにはこうだとかいうようなかたちで、私はやっぱりやっていただきたいという

ふうに、泥縄では決していかないというふうに思っている。 

それでですが、今、市長の答弁のなかで、基幹病院については建設あるいは運営について

も、各自治体に負担を求めることはないのであろう。という答弁がありました。私は、本当

にそうであるならば、新潟大学であろうが、厚生連であろうが、あるいは本当に看板はどこ
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でもいいと思っている。しかしこの９月２日に泉田知事のところに行ったときには、要望事

項として県立系でいきたいと。しかしそれではだめですよ、ということを言われました。そ

して今、市長の答弁のように負担を求めない。じゃあ県がやるのか。私はどうもそことの整

合性がとれないような気がするんです。 

私はこの前、置賜に行ってきました。山形県の置賜病院ですけれども、あこはご承知のよ

うに、県とそれから関係２市２町で一部事務組合を設置して、建設については県が８割、各

関係自治体が２割という建設であります。救急救命については県が１０割きちんともってい

ますけども、あと運営についても、４.５の５.５というかたちのやはり負担を求めていまし

た。毎年その関係団体から、一般会計から繰入れをされていても、毎年７億円というふうな

赤字が出るような会計システムでありましたけども、なかなか大変でありました。 

普通に考えれば、私は県立県営でだめなんだということであれば、ある程度地元に負担を

求めるような気がしてならないわけであります。それで私の自分の気持ちのなかでは、いろ

いろな一部事務組合だとかあるいは財団法人だとか独立行政法人だとか、あるいは公設民営

だとかという言われ方のなかで、市長から先ほどちょっと触れていただきましたけども、厚

生連の堀内理事長という方に面会を求めてお話を伺いました。堀内理事長というのは、この

基幹病院建設検討委員会の医療側３人のメンバーの１人であります。その方が言うには、昨

年の６月に厚生連としまして、ときの平山知事でありますけども、基幹病院の建設運営につ

いては、民の力を最大限に発揮をして自分たちでも名乗りをあげたいという申し入れをして

います。それを受けて１年ちょっと経ったわけですから、今の状況を聞いたなかでは、やは

り人件費、医業収益に対して人件費比率が６５パーセントというなかでは、なかなか運営は

難しいと。やはりそこには民の考えも入れてやっていかなければならないというふうに話が

ありました。 

私は先ほど市長が答弁されたようにこれから県が出てくるのがまだないわけですので、そ

れを仮定した話しかできませんけども、本当に建設運営にこの地元自治体の負担がないとい

うのであれば、私はそれでＯＫだと思っております。どなたがやろうがＯＫだと思っており

ます。しかしこの財政健全化計画を建てなければならない財政状況のなかで、負担割合が仮

に出てきたときに。市長もこの新大病院の構想のなかで記者会見をされて新聞にありました

けども、問題はこの負担の割合だろうという答弁をされていました。答弁というか記者会見

でそれが出ていました。 

本当に今、市長が答弁されたようにないのであれば、私はいいわけですけども、本当に負

担が求められてきたとき、先ほど言ったように基幹病院にも関わらなければならない。一方

市立病院もそれは関わっていくことは、私はできないと思っています、財政的に。ですから

本当に負担を求めないかたちで県からくることを私は願っていますけども、仮にあった場合

には、じゃあどうするかということを想定をして、市のなかでやはりプロジェクトを組んで

いていただきたいと私は思っている。 

それでもうひとつは今ある財産であります。特に大和病院という本当に何年もかけて全国
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に「大和病院あり」という医療スタッフを有効に利用するビジョンを、私はやっぱりつくっ

ていただきたいと思っている。大学病院のこれにこだわるものではないというふうに知事は

言われているということですけれども。ここで私が危惧するところは、医師の確保について

ということで、縮小する県立病院に、医師及び大学病院の内部努力によって確保する、とい

うことが書かれている。今ある大和病院のスタッフを有効活用すするということはなってな

いんです。そして経営が行き詰ったときにはどうするか。公設民営であり、出資元の新潟県

市町村がバックアップするものと考えている、という当初の新潟、この大学病院の構想なん

です。 

先ほど市長が答弁されたように、本当に何度も言いますけれども、地元の負担がないので

あれば、私はそれでＯＫであります。しかしあるなかで、じゃあどうしていくのか。そして

先ほど言った大和病院を、どう地域医療の担い手として再構築していくのか。私はやはりそ

こが問われていると思います。 

私は自分なりの考えのなかでは、大和病院は名前を、今の大和地域に限定をしたような病

院でなくて、南魚沼市立病院として。六日町病院の後あたりに、きちっとこの地域をカバー

する病院としてやっていくべきだろうというふうに思っております。そうした構想を早めに

つくらなければ、今の構想のなかで、今いるスタッフが基幹病院に医師として行きかねない。

そうであれば先細りが見えるなかでは、医師の確保というのはなかなか難しくなってくるわ

けです。先ほども最初に言いましたけれども、まずきちっとビジョンをつくって、基幹病院、

そして大和病院はかくあるあんだと。こういうふうにしていくんだという、そういうビジョ

ンを示して安心感を与えていただきたいと私は思っていますが、その辺をお聞きをいたしま

す。 

２ 保育料の見直しについて 

２つ目の保育料の見直しについてでありますけども、意気込みが感じられないというよう

なことで最初書いたわけですが、その後いろいろな情報を収集しているなかで、やるような

感じがしましたので。ただ私が言いたいのは、来年１８年度から、土曜日も多分一日保育と

いうようなことで、本当に政策的には一生懸命やられていると思います。 

だけれども行政報告にありましたように、９月２８日に次世代育成関係の５０人以上の企

業を対象にした協力の会をさせていただきまして、それが行政報告になっています。そのな

かで５０人以上の会社というのは３２社だと。そのうち出席された会社は１４社であると。

あとの１８社の方は残念ながら出席をできなかったわけですけれども、出てきた１４社の

方々の声も、言っていることはまさにそのとおりであると。まさにそういう支援をしていか

なきゃならないと思っていると。しかし今のグローバルな競争のなかでは、自分だけやって

人がしなければ、結果としてなかなか経営的には容易じゃないということで、話はわかる、

理念もわかる、理解もしたと。しかし実行することになると、なかなか難しいというのが私

はこの会議の結論だったと思っています。 

そうしたなかで、今、国では児童手当の年齢制限を上げるとか、いろいろありますけれど
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も、しかし少しくらいお金を上げたからといって、また保育料を下げたからといって、少子

化には結びつかないことは百も承知してます。一番は働きやすい環境を整備することなんで

す。働きながら子育てをする、その環境を整備することなんです。だけれどもこの会議を見

る以上、あるいはいろいろななかで、企業がそこまでいってないわけです。企業がいってい

なければ、やることは行政でどれだけそこをカバーできるかという、そういうことだと私は

思っているわけです。そういう意味からしてこれから予算編成、そしてあるわけですけれど

も、精一杯の努力をしていただきたいと思っております。 

そしてこの財政健全化計画をつくるというときに、私は市長ならびに助役に言いましたけ

れども、一律に５パーセント、あるいは１０パーセント歳出をカットするという、一律にす

るんでなくて、やはりめりはりをつけていただきたい。この事業はもう見直しをするべきだ。

この事業についてはもっと予算をつけていかなきゃならない。そういうめりはりをつけて歳

出の見直し、ゼロからの見直しをやっていただきたいというふうに思っていたわけです。今

回のこの財政再建計画のなかでも、歳出部分の細かい項目は謳われていませんけども、そう

いうことで私はこの子育て支援、次代を担う子供たちでありますので、精一杯の、最大限の

努力を、改めて市長からお答えを願いたいと思っています。以上です。 

○市   長  １ 健全経営の基幹病院とは 

笠原議員の再質問にお答えいたします。私もそう思っておりますけれども、基幹病院のあ

り方、地域医療のあり方。これは県から示されて、それに追随というかたちはやっぱりとり

たくない。ただスケジュール的なもの、あるいはおおまかなこと。例えば新大構想とかそう

いうものについて、私どもがその構想はだめだということにはなりませんけれども。でも県

からもそれでいいのかどうなのかという、きちんとした問い合わせがあって、関係市町村、

あるいは医師会がそれでよければそういう方向で進みますということだけが今、来ているわ

けであります。 

度々申しあげておりますけれども、堀内先生を座長とした内部の検討委員会は、こうある

べきだという姿をきちんと模索してもらうということでお願いしてありますので、そういう

方向を出していただけるものだと。ただ基幹病院の進み方がちょっとこれから早くなってま

いります。ちょっとスケジュールが相当スピードアップしますので、それに遅れないように

やっていかなければならない。 

そういう意味も含めまして、後段の大和病院の件も含めますけれども。大和病院のスタッ

フの皆さん方と、堀内先生の考え方、あるいは病院の皆さん方と意見交換をしたいというこ

とで、この１４日に堀内先生が１度目の意見交換を行っております。そういうなかでもやっ

ぱり議員おっしゃったように、先の見えない、これはやっぱり一番困るということでありま

す。そういうかたちをきちんと出していこうと。 

大和の皆さん方は、知事がタウンミーティングに訪れた際に、皆さん方―――代表者の方

ですけれども―――懇談をしまして、そのなかでも知事から大変高い評価をいただいており

ますので、ある意味ではモチベーションが相当上がってきているという、そういう部分もあ
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ります。ただ、どうせ基幹病院ができてそうなるのなら、私たちはいらなくなるんじゃない

かという、心配もやはりありますので。その辺を斎藤先生、あるあいは堀内先生、それらと

きちんと連携をとりながら、そういう気持ちを持っていただかないようにこれからきちんと

進めていかなければならない。皆さん方がとにかく大切で大事で、というそれをきちんとや

っていかなければならないと思っています。 

大和病院は度々申し上げておりますけれども、この医療・福祉・保健、こういうことも含

めて私たちの市のなかではやっぱり一番の宝物でありあます。こういう築いてきた部分をこ

れからもやっぱり発展させていきたい。それと基幹病院がどう結びつくか。基幹病院ができ

たことによってもっとやっぱりそういう機能をアップしていきたいという考え方であります

ので、ご理解をいただきたいと思っております。 

負担の件でありますけれども、私はまず建設時に対しての負担はない。これは断言までは

しませんけれども、相当強い自信をもっております。その運営についてでありますが、今、

一番私どもが懸念していることは、先ほど申しあげましたようにこの基幹病院に県は繰出し

基準による繰出しを行うと。そうしますと小出、六日町この県立病院をどう今後取扱うのか、

ということが一番の焦点になってくるわけであります。 

例えば六日町病院を南魚沼市で受けてもらえないかという話は、ある程度想定をされる部

分のなかに入っております。そういう負担的な部分は出てくるやもわかりませんけれども、

金銭的に経営に参画しろとか、出資をしろとか、そういうことは今の段階では私はないと思

っております。けれどもこれも断言できません。 

またそういうことがあった場合には財政状況も含めてですけれども、この３魚沼地域の３

市、あるいは２町、この皆さん方が納得はしないというふうに考えておりますので、そうい

う方向にはなっていかない可能性が非常に強いとは思っております。 

ではだれがその負担をするんだということでありますけれども、そうなりますと民営化、

あるいは準公営化といいますか、厚生連も含めた皆さん方。独立行政法人にはまずならない

方向だと思っておりますけれども、民営化、あるいは準公営化と、その方向で進んでいくん

だろうなという予感がしておりますけれども、これはまだ断言できませんが。そういう方向

に、私どもがそういうことに対して運営やそういうものについての負担を求められない方向

で、これからも検討しきちんと協議していきたいというふうに考えております。 

２ 保育料の見直しについて 

子育て支援のことであります。おっしゃったとおりでありまして、企業の皆さんもやりた

いし、理屈はわかるけれどもなかなかという。もう一度、塩沢地域も今度は含めましてまた

企業の皆さん方からお寄りいただいて、皆さん方からの話もどういう部分が不足しているん

だとか、それもお聞きしなければなりません。またこちらからも協力を要請しなければなら

ないわけですが、今の経済情勢のなかで非常に難しい部分がいっぱいあります。いっぱいあ

りますので、行政としてできる範囲のことをやっていきたいと。 

そしてやらなければならない課題があって、それが財政的に非常に厳しいということであ
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れば、先ほど申し上げましたように市民の皆さんにお願いをして。市民の皆さん方からもそ

のことについて、特定的にご負担を願うという方向もやはり模索をしなければならない。そ

ういう思いもあります。そんなことで地域全体で子育てをきちんと支援していくという体制

を、早く周知をして築き上げていきたいと考えておりますので、またそれぞれひとつ皆さん

方からもよろしくお願い申しあげたいと思います。 

失礼。それから財政健全化のなかでの一律５パーセントカットという、一律５パーセント

部分、そういうことはやりません。めりはりをつけて、やることはやるというふうにやらせ

ていただきますので、よろしくお願いします。 

○笠原喜一郎君  今年の流行語大賞に「想定の範囲内、範囲外」というのがあるそうです

けれども。こらから県がどういうものを出してくるのか。あるいはそれが市が想定をした範

囲内、あるいは範囲外というのが当然出てくると思うんです。それらを含めて、先ほど市長

もちょっと触れましたけども、いろいろな部分をやはり考えていただきたい。 

先ほど厚生連という話が出ましたので、ちょっと話をさせていただきます。私も厚生農業

協同組合連合会ですか、厚生連についてはわからなかったわけですけれども。県立病院と今

会を比較をした表がありますので、ちょっとお知らせをさせてもらいます。１６年度決算で、

１５の県立病院の医業収益が５９４億円であります。一方、厚生連は５７４億円。わずか２

０億円くらいしか違わないという、本当にこの新潟県内のなかでは県立病院と匹敵をするく

らいの規模を、また地域の医療を担っているということであります。 

この地域、魚沼そしてこの南魚沼、北魚沼にありませんので、本当によくわからなかった

わけですけども、こういうかたちであります。そして補助金でありますけども、県立病院は

一般会計から今年度、１６年度は８６億円を一般会計から繰入れさせてもらっています。そ

して厚生連は１１億円の繰入れがあるわけですけども。結果として当期の損益は、８６億円

を繰入れをされた県立病院は１６年度決算で２０億円の赤字であります。一方、厚生連は１

６億円の黒字であります。 

こうしたことを見たなかで、いろいろなことを想定して、それは今、県は新潟大学の構想

を進めているわけですけども、こちらは市の立場としていろいろな場面を想定し、また厚生

連の話を聞いたりして、そして選択肢をもってまた県との交渉にあたっていただきたいと、

それをお願いというかぜひしていただきたいと思っております。以上です。 

○議   長  質問順位２１番、議席番号１番・佐藤剛君。 

○佐藤 剛君  発言を許されましたので、通告にしたがいまして質問をさせていただきま

す。初めての一般質問でありますし、緊張しています。そのうえただいま、大変今、話題の

基幹病院の大変高度なやりとりの後ですので、非常にやり辛い面もあるわけですが。そして

また私のこの福祉の関係で認識の甘い部分がありまして、失礼な発言もあるかも知れません

けども、新米議員ということでお許しをいただきたいと存じます。私はこの度の選挙におき

まして、幾つか自分が考えていることを掲げながら、おおかたの予想に反するほどの多くの

期待の票をいただきまして、当選をすることができました。今回そのなかでも重要な課題と
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してきました福祉に関連しまして質問をさせていただきたいと思います。 

法の改正、制定を福祉の充実に 

内容につきましては通告のとおり、介護保険の関連法の改正、そしてまた障害者の自立支

援法の制定があります。この改正、制定がさらなる福祉の充実に結びつけるような、という

ような立場での観点での質問をさせていただきたいと思います。 

この問題につきましては、今、制度の運用につきまして、動いている段階でありますので、

状況としてはなかなか答弁する方も把握しづらい面もあるかも知れませんけれども、先ほど

の基幹病院と劣らず市民の皆さんには重要な問題でありますので、わかる範囲のなかで、そ

して市長が考えているなかで答弁をいただきたいというふうに思っております。私もこうい

う機会を与えられましたので、市民の皆さんに情報の提供といいますか、状況をお知らせで

きるような質問をしたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

まず介護の関係、介護保険の関連法の改正についてでございますが、この件につきまして

は、６月の定例会におきまして、先輩の議員が質問しているところであります。その会議録

も見させていただきましたので、その改正の中身については、おおむねでありますけども理

解しているところであります。既に１０月に施行されている部分もありますし、また４月か

ら施行されるという改正部分もありますので、介護保険制度が目指すところと福祉の後退に

ならないような運用を望むというような立場で質問をさせていただきたいと思います。そし

てまた私の認識違いが、これからもしなかでありましたら、指摘をしながら修正をしていた

だきたいというふうに考えております。 

今回の改正につきましては、平成１２年の介護保険の制度がスタートして以来、制度とし

ましては、定着しているものだというふうに思います。ただ一方問題となっておりますのは

要介護者、なかでも、要支援、要介護１の軽度の要介護者が急増しておると。この人たちが

当初の数からすると、２倍以上になっていること。そしてさらに今後ますます高齢社会が進

むなかで、保険給付費はますます増え続けること。そしてまた今まで――ちょっと言葉が適

切ではないかもしれませんけれど――過剰気味のサービスを反省をして、介護保険制度の目

的でもある、自立に向けた支援への見直しといいますか、そういうところを目指しているの

だと思います。これら保険料の急激な増加を抑えることも含めまして、介護保険制度を安定

的に運営するというところが今改正の目的だと理解しております。 

したがいまして改正のポイント、この辺をちょっと確認しておかないとなかなかこの改正

が、市民の皆さん、私たちにどう影響するのかというのがわかりませんので、確認の意味も

含めまして、ちょっとお話をしたいと思います。新たに設けられます要支援１、２でありま

すが、これは今までの要支援と要介護１と分類された部分の一部が要支援になりまして、要

支援１と２になるようです。この区分に認定された人は、新予防給付というサービスの給付

を受けることになるわけです。 

これは例えばの話で申しますと、訪問介護サービスを受ける場合、従来のサービスとはち

ょっとやはり違うわけでありまして、介護予防、つまり要介護状態にならないようにする視
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点でのサービスということになるわけです。もっと具体的に言いますと、問題になっていま

す家事援助、生活援助でございますけれども、例にあげれば、利用者の安全を確認しつつ、

一緒に手助けをしながら調理をするとか――これは厚生労働省の資料の言葉ですけども――

洗濯物を一緒にたたんだりすることで自立支援を促すとなりまして、自分ができることはで

きる限り自分でしてもらう。例えば今の例で言いますと、ホームヘルパーさんは、そのお手

伝いをする、というようになるわけであります。 

そしてまた要介護状態にならないようにというようなことで、運動機能の向上、筋トレ、

筋力トレーニングといいますかそういう部分。そしてまた栄養改善を行いながら先々の身体

の管理を行うというようなことも含めまして、栄養改善。そして食べ物を食べるという意味

も含めまして、口腔機能の向上に向けた訓練も、これは基本サービスに加えることが可能に

なったというようなことであります。ですのでこれがプラスというようなことになると思い

ますが、ここは間違いないだろうというふうに思いますけれど、ここも後でまたちょっと出

てきますのでこれもまた重要なところだと思います。 

というようなことで、この部分がちょっと変わったところなんですけども、市長は先ほど

他の方の介護保険関連の答弁のなかで、今回の改正については、利用者にとっては大幅に変

更になることはないというふうに理解している、というような答弁もありましたけれども、

私はそこら辺がちょっと違うところ、認識の違うところがあるんじゃないかというふうな感

じがいたします。 

介護保険が自立を目指した制度といえども、従来の介護を必要とする部分を直接支援する

というような自立支援の方法から、今度はまさに自ら立つ訓練といいますか、自らの機能を

回復させて、自分でできることは自分でやる訓練をするわけですから、同じ自立支援でも中

身は大きく違ってきます。決してこの改正の中身が悪いと言っているわけではなく、違いを

言っているわけですが――というようなことで違いがあると思います。 

そういう意味もありまして、全国でモデル事業を行って、機能回復の効果等を検証しなが

ら４月以降の施行になるというようなことだろうと思います。まず通告にありますようにそ

の行ったモデル事業の結果でありますが、高齢者の自立支援に効果ありというようなこの支

援給付、予防給付の事業内容はですけれども、そういう結果が出たのかどうかというところ

が聞きたいところであります。また新予防給付の利用が、モデル事業を実施した後の結果と

して、その利用が継続的に期待できるというような結果が出たのかどうかというところも含

めまして、ちょっとこのモデル事業の結果についてお知らせをいただきたいというふうに思

います。これは実は項目も多くありまして、なかなかお答えしづらい部分かも知れませんけ

れども、効果、あるいは後退というような結果もあるかも知れませんので、モデル事業の結

果についてあまり細かい部分じゃなくて結構ですので、その結果をお知らせいただきたいと

いうふうに考えております。 

また必要以上のサービスの供給を抑えるという意味もあるでしょう。改正によりまして新

規の認定調査は市町村が行いますが、認定後の介護予防マネージメントや、本当にその介護
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予防のサービスを使ったことで介護予防の効果が達成されたのかどうかというような事後の

評価を、地域包括介護センターというところで行うことになったようです。またさらに自立

と介護認定で自立と認定された人、そしてまた一応自立と認定されたんだけれどもこのまま

放っておくと要支援になる、要介護になるおそれのある人。またそれらの人とも違う全く普

通の全く一般の向けにも、介護支援事業として地域包括介護センターで、地域支援事業とし

て介護予防サービスも行うというようなことになっているようであります。 

さらにまたこれらを含めまして、高齢者の相談窓口の役割もこの地域包括介護センターに

はあるようでございます。そうなりますとこの地域包括介護センターをどう体制を整えて対

応するかが、この今回の改正にあります、自立支援を目指した改正介護保険関連法、そして

また福祉の充実に大きく左右することになると思います。したがいましてこの地域包括介護

センターをどういうふうに考えているのかということを、ます２点目にお伺いをしたいとい

うふうに思います。 

利用するものにとってさらに大きな改正があります。介護予防以外に地域密着型サービス

というのが出てきます。これは利用者が住み慣れた地域を離れないで利用できるように、市

町村がその地域の実情にあわせて市町村の裁量で必要な整備をするというようなものであり

ます。そのなかでは例えて言えば、小規模多機能居宅介護。要支援の方々にはその頭の方に

介護予防というのをつけまして、介護予防小規模多機能型居宅介護というふうなことになる

らしいんですけれどもつくると。これは通いデイサービスですか、通いを中心にしながら必

要があればその通いデイサービスの時間を長くしたり、そしてまたときには泊まり、ショー

トステイもできるようにというようなことになっているようです。利用者のニーズに応えた

２４時間、３６５日の安心を確保するというサービスの拠点になるようでありますが、これ

ら地域密着型サービスの確保と整備をどのように考えているのか、市長の考えを伺いをした

いというふうに思います。 

引き続きまして障害者自立支援法に関連しまして質問をさせていただきます。この法律も

来年４月に施行のようでありますが、実はまだ中身が明確でない部分も多いということです

ので、この質問につきましても基本的な方針なりの質問になると思います。したがってお答

えの方もそういうことになるんじゃないかと思いますが、市長の方向を確認さていただきた

いというふうに思います。 

まず身体障害者、知的障害者、精神障害者の福祉サービスを一元化しまして、自立支援を

目的とした共通の福祉サービスを共通の制度により提供する、ということが改正の中身であ

ります。同一サービスを受けること、及び将来の財政破綻が発生しないようにというような

ことでの一元化につきましては、非常に私はいいことじゃないかというふうに考えていると

ころでありますけれども、今ほど質問をさせてもらいました介護保険でいうところの自立と

障害者福祉でいうところの自立とは、同一には考えられないというふうに思っております。 

ということを前提にこれからこの支援法の関係に質問をさせていただきます。サービス利

用の費用が一割という定率負担になりました。これは応益負担の考え方でしょうけれども、
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実はこの問題につきましても、本年６月、先輩議員が一般質問をしているようでございます。

そしてそのなかで市長は、応益負担だけれども応益負担が全て悪いとは限らない。きめ細か

な配慮がなされたうえであれば応益負担があって然るべきだ。というような答弁をされてお

ります。 

しかしながら重度の障害を持つほどサービスを多く利用するわけですし、重度の障害者ほ

ど収入が限られるということを考えますと、低率一割負担というのは非常に大きい負担では

ないかというようなことを考えていますので、その点の考え方もお伺いしたいと思います。 

さらにこれもいろいろなところで出てきているかもしれませんが、施設との食事の提供の

問題もあります。従来施設側が義務で提供していたものを、今度は利用者の希望となりまし

て、全額利用者負担というようなことになるわけであります。そういう部分でも負担は大き

くまたかかってくるわけです。さらにまた昭和４０年に創設されました精神障害者の外来通

院の医療費制度は、所得に関係なく通院費用費の９５パーセントが公費で賄われております。

したがって自己負担は５パーセントでありましたけれど、今度は自己負担が１０パーセント

になります。 

さらにさらにで続いて申しわけありませんけれど。さらにまたまたですけれども、応益負

担の上限の決定は本人が収入がなくても、同居の家族の所得で判断されるとなれば、ますま

す障害者の方々の負担がどう考えても大きくなるというふうに考えざるを得ません。市長が

言う、きめ細かな配慮がなさえたうえでの応益負担は有って然るべきだ、ということについ

てはわからないわけではありませんが、今回の法制定に際してばかりではありません。今回

の法制定を際しても、就労支援の強化を盛り込んでいるというのは、そういうところからだ

というふうに私も感じております。市として、その背景となります市としての対応も含めま

して、具体的に就労支援の法方法があるのか、というようなことをお伺いしたいというふう

に思います。 

それに関連しまして、障害者の雇用率という問題も出てきますので、そこら辺がどうなっ

ているのかというようなこともあわせて質問をさせていただきたいというふうに思います。 

また、ここの部分は重要なところですけども、ご質問してもなかなか多分、まだ決まって

おりませんというようなことになるかも知れませんけども、地域生活支援事業についてであ

ります。この部分は今ほど言いましたように、担当の方にお聞きしたところ、まだ詳細はこ

れからだというようなことであります。ただわかっていることは、この地域生活支援事業と

いうのは、市町村の裁量でなされるというところでありますので、非常に期待が大きいとこ

ろでありますし、反面、市町村の裁量ということになりますと、また不安も大きいわけです。

ですので今の段階、市長がこの地域生活支援事業についてどのようなお考えなのかというこ

とをお伺いをしたいと思います。 

最後に障害者の自立支援に関連いたしまして、唐突にというようなことになったかもしれ

ませんけども、障害者基本法のなかでいう、公的施設のバリアフリー化の計画的推進をどの

ように進めるか、ということを通告させてもらいました。計画、もしくは考え方だけでも結
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構ですので、お聞きをしたいというふうに思います。お答えによっては再質問をさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

○議   長  昼食のため、休憩といたします。午後の再開は１時とします。 

なお、本日予定しております全員協議会は、２３番・牧野晶君の質問終了後に行いたいと

思います。 

（午前１１時５５分） 

 

○議   長  休憩を閉じて本会議を再開いたします。 

（午前１２時５９分） 

 佐藤 剛君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

○市   長  法の改正、制定を福祉の充実に 

佐藤議員の質問にお答えいたします。非常に多岐にわたっておりますので、もしかします

と答弁もれもあるかもわかりませんけれども、またその時はご指摘をいただきたいと思いま

す。 

なお議長よりちょっと答弁が長いという話をいただいましたので、もう少し簡略化をさせ

ていただいてお答えするかもわかりませんが、またその節はよろしくお願いいたします。 

 介護保険関連でありますけれども、モデル事業の結果であります。これは３月までに全国

の６９市町村、１,０００人の参加で筋力、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防、フットケ

アこのプログラムで実施をされたわけでありまして、統計学的には有意に改善が認められた

という結果であります。 

若干申し上げますが、全体で申し上げます。これは７４歳までと７５歳以上に分かれてお

りますから全体で申し上げますけれども。筋力向上につきましては、改善が４４.７、維持が

４６.７、悪化が８.６であります。栄養改善は同じく改善が４３.８、維持も同じく４３.８

であります。悪化が１２.３。口腔ケアが全体で改善が３４.１、維持は５１.８、悪化が１４.

１。閉じこもり予防が改善が３５.５、維持が５５.７、悪化が８.９。フットケアは改善が２

２.７、維持が６８.２、悪化が９.１ということでありますが、全体的に７５歳以上の皆さん

に非常に改善率が上がっているという傾向が見えております。このことにつきましては以上

であります。 

この維持改善が高い、維持と改善を合わせますと非常に高い結果でありますけれども、こ

の背景にはやはり仲間ができたとか、自信になったとか、参加が楽しみと、こういう精神的

な部分での向上が図られたと、このことが一因と思えております。なお介護保険の関係で、

「事業者」が大幅に変更になることはないというふうに私が申し上げたという、でなくて介

護給付の「利用者」についてはそう大幅な動きはない、という意味で申し上げました。そう

いうことでありまして、結果は非常に良かったということであります。閉じこもり予防、こ

れらは参加意欲を湧かせる工夫そういうことについては今後の課題だということだと思って

おります。 
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それから南魚沼市の運用でございます。これは７５歳以上の対象について、これは筋トレ

にかかわらず生活機能の改善、維持を目的として要支援状態の軽減、悪化予防に努めたいと

考えております。特に通所系サービスの利用によりまして廃用症候群というんだそうですが、

機能低下、閉じこもり、意欲低下これを予防していくことがわが市の重要な課題だというふ

うに思っております。 

新しい予防給付メニューの受け入れについてでありますけれども、この予防給付の対象は

「要支援１・２」と認定されたもので要支援状態の改善や重度化を予防するためにサービス

を受けるということになります。サービスの内容につきましては、利用対象者の状態像の特

性を踏まえたうえのサービス提供、明確な目標設定を行い一定期間後は評価を行なう、生活

機能の改善・維持のための通所系サービスを積極的に利用するということにされ、とそうい

うことになっておりまして、介護予防マネジメントによって計画的に実施される予定であり

ます。 

２番目の要支援１・２に認定された場合の「地域包括支援センター」これが介護予防マネ

ジメントと事後の評価、さらに高齢者の相談窓口として大きな役割を担うがどのような体制

を考えているかということであります。市では旧町に一箇所づつ、計３箇所の地域包括支援

センターを設置をいたします。地域包括支援センターの業務の一部であります介護予防ケア

マネジメント事業は対象者が約８００人、予測であります、とすることから居宅介護支援事

業に委託する計画で行うということであります。この流れにつきましてはここにこういう流

れだというのを書いてありますがこれは若干省かせていただきます。 

相談窓口につきましては、大和庁舎に地域包括支援センターを統括する係を置きます。相

談者が多く来所したり、地域の情報の集まる本庁舎、塩沢庁舎、ゆきぐに大和病院に旧町の

生活圏域で地域包括支援センターを置いて対応したいというふうに考えております。また城

内在宅介護支援センター、委託在宅介護支援センター４箇所――これはみなみ園、越南園、

まいこ園、もえぎ園でありますけれども――及び各居宅介護支援事業所が相談窓口となって

対応していくということであります。 

それからこんどは３番目でありますが、介護予防以外に地域密着型のサービスが登場する

かということであります。この地域密着型サービスは認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増

加を踏まえまして、高齢者が要介護状態になっても可能な限り住み慣れた自宅や地域での生

活を継続できる。その生活を２４時間体制で支える観点から創設されたサービスで、この介

護保険制度改正の中では新たなサービス体系の目玉であるということであります。このサー

ビスは身近な地域で、その地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス、これが可能になると。

これを目的に６種類のサービスが挙げられております。 

１つは認知症高齢者対応型デイサービスです。２番目が認知症高齢者のグループホーム、

３番目が小規模多機能型居宅介護、４番目が夜間対応型訪問看護、５番目が小規模介護老人

福祉施設、これは定員２９人以下の特養ホームであります。６番目が小規模介護専用型特定

施設、これは定員２９人以下の有料老人ホーム、ケアハウス。これまでの介護サービスにつ
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きましては、運営上の理由から大規模化する傾向にありましたが利用者の個別ケアが後回し

になってきているこういった反省のもとに、地域密着型サービスでは小規模化は個別ケアを

行う必要条件でありまして、地域においてこそ小規模化が必要という考え方に沿ったもので

ありまして、小規模ケアを前提としております。 

この導入にあたりまして、これまで実施してきた利用者の意向調査、あるいは事業者意向

調査等をもとに、それぞれのサービス量の見込みを今立てているところであります。しかし

ながら各サービスの具体的な報酬や基準の公表、これにつきましては国の審議会の基本方針

を受けまして、年明けの１月中旬以降ということであります、これも。事業者もこれまでの

動向を注視しながら具体的にはこの結果を踏まえての判断になろうかと思っております。 

こういう状況を踏まえまして１８年度当初から利用者の要望に応えるだけのサービス提供、

サービスの量、この整備は難しいことも予想されますので、取り組みのできる事業者から始

めてもらう中で、徐々にサービスの拡大をしていきたいというふうに考えております。 

サービスの概要でありますが、市町村がサービス事業者の指定、指導監督権を有するとい

うこれは議員おっしゃったとおりであります。そして原則としてその市町村の被保険者のみ

がサービス事業可能。近隣の市町村が指定することでその市町村の被保険者も利用可能とい

うこともありますので、当然ですが近隣市町村との調整も予想されるということであります。

市町村または日常生活圏域ごとに必要備量を計画、これは市町村の整備計画でありますけれ

ども、に定めてこれを超える場合や指定基準に該当しない場合は市町村が指定の拒否ができ

るということも盛られているようであります。地域の実状に応じた弾力的な基準、報酬設定

が可能だと。公平、公正の観点から３番、４番につきましては、地域住民や保健医療福祉関

係者、経営者等の関与する仕組み――これは既存の「高齢者保健福祉・介護保険計画検討委

員会」こういうことが既存にあるわけでありますけれども――これを構成委員とした「地域

密着型サービス運営委員会」が整備をしなければならないということだと思っております。 

 次に障害者自立支援法に関連をいたします。原則一割の負担、定率負担でありますけれど

も、これは世帯の所得に応じて自己負担の上限額が定められております。これは、ご承知だ

か思いますが一般では障害者福祉サービスが４０,２００円、医療費の方は医療保険の限度額

ということでございます。低所得２でありますけれどもこれは市民税の非課税、これは障害

福祉サービスで２４,６００円、医療の方では５,０００円。低所得１、これは非課税でかつ

年収８０万円以下ということであります。これは障害福祉サービスでは１５,０００円の医療

費は２,５００円。生活保護は両方とも０円であります。さらに生活困難者には、補足給付、

生活保護境界層への軽減措置、高額福祉サービス費の償還、社会福祉法人の減免、これらも

ありますのでひとつご理解をいただきたいと思っております。 

この報酬及び支給限度額は、１８年３月に示される予定であります。また利用者世帯の所

得調査もこれからとなりますので、１８年１０月までに影響調査し検討する予定だというこ

とであります。 

 食事につきましては入所施設は利用者の希望に応じて提供ができるという、必要が生じる
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ということだと思って、これはおっしゃったとおりであります。食事代、高熱水費は自己負

担となりますが、所得の低い方に軽減措置が設けられております。１８年１０月までに調整

し検討する予定であります。この軽減措置の内容であります。負担上限の設定および経過措

置でありますけれども、低所得者である通所施設利用者、これは食材料費分のみ負担をして

いただいて、月額約５,０００円であります。なおまた低所得者である入所施設利用者、通所

でなくて入所でありますけれども、これは年齢に応じて生活費として確保する額が２５,００

０円から３４,０００円ということでありますので、被服、日用品、生活費を確保できるよう

負担の軽減をするということ。これは額的にははっきり定義はしておりませんけれども、こ

ういうことをきちんと保証しながらやっていくということでありますので、またご理解をい

ただきたいと思います。 

 今度は就労支援、このことについてでありますけれども障害者の雇用率がまず南魚沼市で

はどのような状況かということでありますが、１７年６月１日現在で南魚沼市では、２.５９。

これは６月にいつも調査するので合併前であります。旧塩沢町では２.０１。国、地方公共団

体・・・失礼しました。これはとにかく２.１以上ということが言われておりますので、合わ

せますと今は２.５９と２.０１を合わせますと２.３４前後になりますのでクリアしている

という状態であります。法定雇用。 

さて就労支援につきましては授産施設、福祉工場、作業所等の整備を関係福祉法人と進め

ているところでありまして、今現在、旭原福祉工場、セルプこぶし工房、魚野の家、友の家、

ドリームハウスこれらがあるという、今現在これら現存しているということであります。 

 障害者の雇用につきましては、ハローワークの六日町管内の１６年度対象事業所では、４,

３６８人の常用労働者のうちの７１人が障害者雇用。先ほど申し上げました率になっている

と思います。この市役所では９１４人に対して９人が障害者雇用となっているというこうい

う実情であります。 

 その後のさらに市町村の裁量とされる地域生活支援事業、これにどう取り組むかというこ

とであります。これにつきましては相談支援事業と地域活動支援センターの取り組みを中心

に障害者を支援していくということであります。１８年３月にまたこれもガイドラインが示

されまして、４月に実施要項が出される予定となっている。これに先立ちまして１１月に管

内事業所の実務者レベルのネットワークを立ち上げたところであります。地域の実情にあっ

た事業を円滑に進めていく予定であります。 

なお、来年建設が予定をされております、上町保育所の部分に障害者の皆さん方からの事

業的なものをひとつ予定をしております。具体的にはもし必要であれば助役の方から後で説

明申し上げますが、この障害者の皆さん方から図柄を作成してパッチワークみたいにして埋

めていただいて、それを保育所の床に入れるかあるいは壁に入れるかとこういうことであり

ます。これは非常に障害者の皆さん方の収入になるということであります。本来は公共事業

の２パーセント程度をそういう方向に、向けなさい、とは言いませんが向けた方がいいとい

う話しもありまして、これからそういうことが法制化されるかもわかりませんけれども一足
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先に取り組んでみまして、そういうことが非常に有効だということであれば、これから市が

発注する公共事業的なものに障害者の皆さん方からのそういう部分を取り入れていきたいと

いう考えかたでありますので一応ご承知おきをしていただきたいと思います。 

 ４番のバリアフリー化の計画的推進をどのように進めるかということであります。道路・

歩道につきましては、この延長や平坦性の確保。まず歩道をとにかく延長したいということ

であります。平坦性の確保、点字ブロックの敷設、音響誘導信号機増設。これらを道路の設

置主体であります国、県、隣接する市町村とも協力して整備を進めていきたい。 

都市公園の段差には車椅子が乗り入れできりように取り組んでいきたいと思っております。

市庁舎及び公共の建物につきましては、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できますよ

うに、スロープ・玄関自動ドア化・エレベーター・車椅子トイレ等の整備を進めていきたい

と。歩道上に放置された違法駐車、駐輪、商品、看板、自動販売機等通行の妨げとなるよう

なものは広報などを通じて市民意識の啓発をはかっていきたいということであります。 

 １８年度に障害福祉計画を作定いたします。この中で高齢者、障害者等のご意見を伺いな

がらバリアフリー化の調査と計画を立てていく予定になっておりますのでよろしくお願いを

いたします。 

 取り急ぎ的に、たったったと申し上げましたが、またもし不備な点がございましたらご指

摘をいただければと思っています。以上であります。 

○佐藤 剛君  法の改正、制定を福祉の充実に 

では再質問をさせていただきます。細かいところまでお答えいただきまして大変ありがと

うございました。時間が長くなったのは私がちょっと最初時間をくい過ぎた面もあるかもし

れませんがすいませんでした。もっと簡潔に質問をすればよかったかもしれません。冒頭、

市長の方で訂正なり確認がありました「事業者」というところですけれども、私もちょっと

風邪をひいていまして、そのように聞こえたかもしれませんけれど、「利用者」と言ったつも

りでしたので大変申しわけありません。では再質問させていただきます。 

 モデル事業の結果ということですけれども、私が思っていたよりも改善という数値が高い

ということで、ひとまず安心をしたというところがあります。ただちょっと私の考えている

ところとは違ったなというところもあるわけですけれども。私は中間的な報告を元に、ちょ

っと悪化というところが多いかなというような数値も見ましたので、私のところでは全体的

に総まとめの中で２７パーセントぐらいは悪化という数字が出たというような中間的な報告

をちょっと目にしたものですから、そこらへんもちょっと質問をしてみました。 

実際事業をやって、私の資料では５７パーセント、市の資料ではもっと高い数字で改善と

いうようなのがありましたけれども。悪化というところがある程度数字が高いのであれば、

事業をやってみた、さて悪化した、というところではホローをどうするのかというのが気が

かりでありましたのでそこら辺もちょっと質問してみたわけなんですけれども。数字的なこ

とについては後でまた出てきますので、ちょっと取りあえず置いておきます。 

今、説明いただきました。そして私もちょっと調べてきた制度をそのまま導入いたします



 - 37 -

と、市のほうでは通所介護または通所リハビリの中で筋トレやら栄養指導、そしてまた口腔

機能向上等を入れるというところに、非常にメリットがあるというふうに今お答えであった

と思いますが、確かにうまく回ればそういうようなことだと思います。筋トレ等、高齢の方

がどの程度継続するかということも非常に問題になりますし、それでまた、８０歳、９０歳

のおじいちゃん、おばあちゃんが死んだからというようないことで１人でやらなきゃならな

いというようなことで、なかなかそういう面での機能回復の訓練をというようなことも難し

いところがありますので、やってみたいと思わせる動機付けをどういうふうに表示させるか、

というころも大事なのではないかというふうに、通所に関わるご期待についてはそういうふ

うな私は意見をもっております。 

ただ通所のところにつきましては、先ほどから最初の質問のところでも言いましたように、

基本サービスにプラスされまして筋トレとか栄養指導、それと口腔機能向上が取り入れられ

というようなことですので、もしかして私はそれは要らないよというようなことになります

と、そういう選択的なサービスといいますかそこらへんをなしにして従来どおりな形になる

かもしれない。本人の希望でやるも良し、やらぬも良しというような形になるかもしれませ

んけれども、それはまた法の改正の趣旨とは違う方向に行ってしまうのかもしれません。実

際苦痛だわいというようなことになりますと、そうなるやも知れませんがそこらへんはそれ

でいいのか、どう考えているのかという１点をお聞きしたいと思います。 

私は通所のところよりもむしろ訪問を受けて利用する訪問介護、ホームヘルプみたいなと

ころに、若干問題があるんじゃないかというふうなことも考えております。例えばホームヘ

ルプのところを見ますと、今度改正によりまして、利用者は自力で困難な行為について、同

居の家族や支援地域の支え合い支援サービスが受けられない場合に、ホームヘルパーによる

サービスが提供されると。受け入れが厳しくなった。そしてその中でもさらにまたホームヘ

ルパーというのは手伝いをするんで、自分でできるだけやるというようなことが前提になっ

ておりますので、非常にここの部分は今までの利用からすると、ちょっと利用しづらくなっ

たのかなというふうな気がします。詳細はいくつかあるんですけれども時間も迫ってきます

ので省略しますが、入浴介護についても同じく限定的な利用というようなことになっていま

す。 

私が心配するのは今回行政報告の中にもありましたように、１０月末の認定患者第１号が

被保険者全体では２,５０２人いるようでありますが、そのうちの要支援が３６６人、要介護

１が７６０人になっています。要介護１の中の７６０人が全部新たな要支援に、というよう

なことになるわけじゃありませんで、その中の７割なり８割が要支援２というようなことに

なるんでしょうから、仮に７割としましても５３０人。計で要支援１・２は８９６人、おお

むね９００人の方が要支援１・２というようなことになるわけなんです。それは介護認定者

の全体の中の約３６パーセントの方がそこにあたっております。３６パーセントの方が先ほ

ど言いましたように、訪問を受けて利用する、特にそういう訪問を受けて利用するようなサ

ービスが受けづらい状態になるというようなところがひとつ私は懸念されるところでありま
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す。 

確かに今までホームヘルプで家政婦のようにサービスを利用してきたというような全国的

なその流れの中で、ここはちょっと改めなければならないというふうな方向から、こういう

ふうになってきたわけなんでしょうけれども、はたして当市の中でそういう傾向があるのか

どうかというのはわかりません。それは０か１００かというような問題もありますけども、

もしかしてそんなのは全然ないというようなこともあったとするならば、今言いました３６

パーセントの人は、今まで従来どおりのサービスが受けられないというようなことになるわ

けです。ちょっと弾力的な運用というところがないと、なかなか全体の３６パーセントの方々

のサービスをどうするんだ、というようなことにもなるわけですので、そのへんは考えてい

ただきたい面があります。 

 と言いましても私は、改正介護の関連法の関係の自立を維持することと、要介護者になら

ないような地域支援事業、それらにつきまして介護予防を実践することに反対しているわけ

ではなくて、おおいに賛成をしているわけです。ただ一旦介護が必要有りと受けた中でそう

いうふうにやるというのは、介護認定を受けた人の意に反する部分があるんじゃないかとい

う面。そしてまた地域支援事業の中では自立と判定された中でも将来的にそうならないよう

なというようなことで、健康維持といいますかそういう事業を行うわけです。そちらの方こ

そさらに一生懸命やる。例えば城内病院でパワーリハビリがありますでしょうし、大和病院

の中でもリハビリ科が充実するようであります。そういうところを活用しながらそういう介

護に認定になる前の方々の介護予防という事業の中でやっていただきたい、というふうに考

えております。 

大変時間が長くなってあれなんですけれど、地域密着型サービスということであります。

できるところからやっていきたいというようなことで積極的な話ありました。家の母親はア

ルツハイマーになりまして、非常にそういう家族を抱えると、福祉が充実した南魚沼市とい

えどもやはりそういう家族介護者には、まだまだ福祉は足りないというところを実感しおり

ます。そういうふうな方向でさらに考えていただきまして、できるところからやっていただ

きたいというふうに考えております。 

もうちょっと聞きたいところがあるんですけれども、障害者自立支援法の方に移ります。

就労支援。ある程度法的な基準はクリアしているようでありますが、先ほど来言っておりま

すようにいろいろ減免措置といいますか、いろいろそういう措置もあるというようなことを

お知らせいただきましたが、やはり１割の定率負担というのは収入源が限られるこの方々に

つきましては、非常に負担が多きなることは変わりありませんので、市独自の軽減処置等を

考えておられるのかどうかということを教えていただきたいと思います。 

これは応益ですので益があったら負担するのが当然だというふうなことをおっしゃるかも

しれませんけれども、障害を持っておられる方は、食事をするにも支援が必要とする方が大

勢いるわけなんです。そういう面での支援を受けた、そのサービスに対する益だと言われる

とそれは果たして益なのかというようなことになる。私に言わせればそれは益ではない、生
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きる手段だというようなことになるわけなんで、そういうところを応益負担だというような

ことは酷ではないかと、というふうな気がいたします。 

とはいってもこれは法律のことですので、私が大きい声を出してもこれは変わるわけでは

ありませんが、せめて市の対応だけでもそこらへんをお汲み取りいただきながら、軽減処置

を講じていただきたいというふうなことを考えております。 

最後にバリアフリー化の計画的推進というところであります。大変細部にわたって考えて

いていただきましてありがとうございます。私はこの部分は大事なことだと思います。ここ

だけでも取ってまた一般質問したいぐらいなんですが、とりあえず回答の中で、歩道の部分

を優先的に整備をしていくというようなお答えがありました。これは通告の中にお話、具体

名で出さないでお答えできないかもしれませんけれど、実は大和病院の前、あるいは公園通

り線かと思うんですけども、そこの歩道というのが大変昔の歩道でありまして、非常に乗り

入れのところの段差があるというようなところがあります。普通に歩いていてもなかなかま

ともに歩けないということで、車椅子なり老人の方がシルバーカーを押さなければとても歩

ける状態ではありませんので、ああいう医療施設、福祉施設の周辺の歩道こそ優先的に、そ

ういう考えがあるのであれば配慮いただきまして改善の方向にもっていっていただきたいと

思います。 

ちょっと時間が足りなくなりまして再質問のお答えに苦労するかもしれませんけども、一

応再質問で何点かまた再度市長のお考えをお聞きしたいというところを挙げさせていただき

ましたので、答えられるところにつきましてお答えいただいたいと思います。 

○市   長  法の改正、制定を福祉の充実に 

この参加意欲のことにつきましては、冒頭申し上げましたように今後の課題でありますの

で、いろいろ考えていかなければならないと思っております。その他の介護保険にまつわる

今の再質問につきましては、担当の課長から答えていただきますので、ちょっと私がそこま

で細部にわたって把握しておりませんで、すいませんが担当の課長から答えます。 

 障害者の件でありますけれども、市独自の負担軽減措置ということでありますが、先ほど

ちょっと申し上げました、市が独自にいわゆる皆さん方に仕事をしていただく方法を考えよ

うと。そして収入を増やしてもらおうと、そういう考え方であります。ひとつ来年モデルで

やってみますけれども、そういうことが非常に評価を受ければ、これは市で発注する事業の

中で障害者の皆さん方から仕事をしていただく部分が出てくるわけですので。そういうこと

で収入のある意味では増加安定を図っていこうと、そういう考え方でありますのでよろしく

お願いいたします。 

 大和のその歩道の件については、現場を担当から調査をさせて必要であればすぐ改修なり

何なり。それをやるとしても部分的になりますけども。全体的にというのは相当時間がかか

ると思います。現場をちょっと見させていただこうと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○福祉課長  法の改正、制定を福祉の充実に 
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それでは私の方から何点かお答えさせていただきます。 

 最初に筋トレ等が合わなくて逆に悪化した場合というふうなことですでございますが、こ

こらの予防事業につきましてはあくまでもそれぞれその人の状況に合わせて、またそれをす

ることによって効果維持ができるかどうか見極めながらマネージメントして対応していくと

いうことですので、効果が出ない部分、悪化するような方にはそれは対象としないというこ

とでやっていきたいと思います。 

 それから本人の希望によって行うと効果が予定通りできるかどうだかというお話がござい

ました。これにつきましては地域包括支援センターの方で的確なマネージメントをしながら

メニューを組んでいるわけですので、個人の意向も確かめますがそういった指導制を持ちな

がらやっていきたいというふうに思っております。 

 それからホームヘルプ等で今までより利用がしにくくなるということでございますが、確

かに今まで先ほど佐藤議員言われたようにちょっと手をかけ過ぎた部分があるんじゃないか

という反省があるわけで、本当に必要な部分に対してヘルプしていこうということでござい

ますので、本人の能力、やる気、そこらを引き出すような形のメニューを組んでいくという

ことになろうかと思います。 

 それから支援予防給付、８００人程度が対象になりますがこのサービスが受けにくくなる

んではないかというふうなお話でございますが、これにつきましても新しくサービスとして

先ほどの筋トレだとか栄養指導、口腔の指導だとかというふうなことで新たなメニューを用

意してあるわけですので、そういった部分をそれぞれの個々の能力に合わせて適用していく

という考え方でございます。 

 それから認定前の人の予防の関係ですが、これにつきましては議員言われたようにだいた

い８００人位が該当になるんじゃないかと思いますが、地域支援事業というふうなことで考

えておりまして、これにつきましても今ある能力を維持して、なるべく要支援なり要介護の

方に移行しないようなことで、地域支援事業という新たなメニューを用意して対応するとい

うふうな考え方です。以上です。 

○議   長  質問順位２２番、議席番号５番・山田 勝君。 

○山田 勝君  地域防災計画の策定状況とその骨子について 

初めて一般質問させていただきます。長い間、電気工事業をやっておりまして思考回路の

ほうは電気回路になっております。これからどんどん政治の方の回路に切り替えて、一生懸

命やりたいと思います。そういったことでなかなかちぐはぐな質問が出るかと思いますがご

容赦ください。 

 通告にしたがいまして質問いたします。 

 先月、雪降り前ですが佐藤議員と共に山古志の被災現場を視察してきました。写真や報道

で見るものとはものすごく違いまして、現実は非常に大変なものです。山と地面全体がもの

すごいエネルギーで揺れ動かされたようで、山々は傷だらけです。そして建物は潰され、道

路はいたるところで崩れ落ちています。現地でなんとか水槽が無事でありました錦鯉を飼っ
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ておられる方に話を伺いましたけど、１回目の地震についてはとにかく様子をみていました。

しかし、２回目、３回目、その水槽の水が大波のようになって鯉と共に飛び出していく。と

てももの凄い恐怖を感じ逃げ出すのがやっとであった、ということを伺いました。 

道路という道路はほとんどその時復旧作業の途中で、地域全体に重機が取り付いているよ

うな状況でした。私の所持しております古い形のジープ四輪駆動で、それでなければとても

現地視察はできないような道路状況です。 

 六日町断層の話もあります。今日、明日大きな地震がくるかもしれないということもあり

ます。しかしながら現地の被災状況や復旧状況を見たり、避難生活をしている方々の人の話

をきいてみますと、実際に昨年の大きな災害はまだ終わっていないのです。今、この貴重な

体験が風化される前に、まだこの熱い思いがあるうちに、そして合併という大きな機会に地

震を含め防災についてきちんと対応しておかなくてはいけないのです。 

 では地震に強いまちとはどういうものか。地震発生時の被害が可能な限り軽減されるよう

なまち、まちの構造、それから耐震性に優れた施設設備、そういったものをもつまちであり、

そしていざ発災時には応急対策の活動が円滑かつ迅速に行われ、市民の生活環境維持のため

のライフライン機能の低下を最小限に留めるというまちであるといえます。予防段階から発

災後のすべての段階におきまして、行政や自治体など各主体が行うべき対策を明確に策定す

ることが必要なのです。 

そして地震に強いまちの形成のためには非常に多くのテーマがあり、そしてそれに対する

対策が必要です。予防段階におきまして建物の耐震、火災対策、室内空間の安全確保、ライ

フラインや情報インフラの確保、自らの安全は自らを守るという自助、地域コミニティーレ

ベルの共助、行政レベルの公助。さらに発生段階では避難対策と弱者避難援護、地域防災力、

企業防災力。さらに大きくみれば広域防災体制の整備などがあげられます。 

私はまちづくりの基本の、まちづくりの計画の根本には防災を置く必要があると思うので

す。まちを物理的にそして人的に形成し、それらを安全、安心に維持していくためには、ま

ちづくりの根本に防災というものがあると思うのです。通告にはありませんでしたが、これ

からの市政におきましてまちづくりの計画における防災の位置づけについて市長に伺いたい

と思います。 

 そして地域防災計画の現在の策定進捗状況、それと骨子を伺おうと思いましたが、今述べ

ましたように全般につきますと非常に範囲が広いですので、次の点についてのみ伺いたいと

思います。 

 １点目。地域における大型店、スーパーやコンビニも、そういった店舗には常時、食料や

暖房機、その他非常時に必要とされる非常に多くの資材がストックされています。これらの

資材を災害時活用するため、また大型店におきましては広い駐車場がございます。そこで売

り場面積に比例する、あるいは駐車場面積に比例する、などによりまして非常テントの幾張

りかを行政だけでは対応しきれない部分の備蓄をお願いするなど、最終的には行政が買い上

げるにしても、そういったものを市内に店舗を持ち営業することについては、行政と非常時
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についての協定のようなものを結んでいただくようなシステムが必要ではないかと思います。 

 ２つ目です。冬季の災害についてです。だいぶ前ですが浦佐スキー場で旅館を呑み込んだ

雪崩と言いましょうか土砂崩れと言いましょうか。その災害の時、夜中中救出に当たってい

た人の話しも伺いました。雪崩によって圧を受け雪が締まってしまい硬くなりそしてその量

がとても半端ではない、続けて雪崩が発生し命からがらの救出であった、という体験を伺い

ました。考えますと雪国、全国でも特に重い雪。除雪しても除雪しても降り積もる雪、そし

て寒さの中避難障害、救出障害の中では対応が夏場と全く別なものであると考えられます。

仮に避難生活が発生した場合、例えば学校の体育館に厳冬期一週間なり避難所を開設したと

します。どれだけの暖房設備がいるのか、どれほどの寝具類がいるのか、食料援助は、炊き

出しはどうするのか。そういった面も検討の必要があると考えられますがいかがでしょうか。 

 ３番目に視察に行きました山古志村役場も建物そのものは非常に立派でした。ですので、

倒壊という被害ではなかったのですが、とにかく建物が地面と分離してしまったようになり、

建物が地盤から浮いたようになり、全体もやや傾いておりました。建物背面のアスファルト

はパズル状に契れ、地盤は沈下しもみくちゃにされたようになっておりました。そういった

中でボイラーの燃料だと思われます。地下タンクが厳然と生き残っている様子がうかがえま

した。 

私は前の職業で地下タンク設備の設置や変更、そういった書類の審査や現地の検査、廃止

の際の掘り起しなどそういった立会いを行ってまいりました。消防法及び危険物の規制に関

する政令等により作られる地下タンクは非常に頑丈にできております。配管類もすべて上か

ら取り出されていますので。簡単に中身が漏れ出すようなこともありません。このことから

市内にあるガソリンスタンドとか自家用給油設備など地下タンクの存在する数を把握し、そ

れによって平均的な燃料の通常在庫量の把握、そして停電時いつでも使える手動用のギアポ

ンプなど、そういったものについて検討するお考えはありませんでしょうか。これはやはり

個人の財産ですので協定的な手続き、そういったものが必要になろうかとは思います。 

 ４番目、情報の集約としての携帯電話の利用、活用。今当たり前のように使われています

携帯電話ですが、多くの場面で非常用の連絡手段として活躍しています。山岳救助で携帯が

通じたとか、そして先日も身近なところでありましたが、ほんのすぐ近くなんですが人の死

角となるような所で怪我をして動けなくなった場合、非常の連絡手段として便利に使われて

います。携帯電話会社の停電などにより全く使えなくなった場合は別としましても、自治会

の防災組織の中の情報担当とか、そういった役割の方が災害本部と交信するなど災害時の利

用方法を明記して活用してはいかがでしょうか。 

ただ懸念されるのは情報統制の方法をしっかり作らないと混乱の原因になるとは思われま

す。ただきめの細かい情報が取れる発信源と言えると思います。そして大規模災害ばかりで

なく部分災害や小規模災害の方が多く発生すると考えられることから、携帯電話の利用不能

地帯、例えば後山辻又地区、清水地区の奥などそういった地域に中継用のアンテナの設置促

進について、メーカーに協力依頼など検討はされているのでしょうか。 
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 以上の点についてお伺いしたいと思います。よろしくお願します。 

○市   長  地域防災計画の策定状況とその骨子について 

山田議員にお答えをいたします。この地域防災計画の策定状況、その骨子であります。合

併前の地域防災計画は旧大和、旧六日町がそれぞれ平成１３年、そして昭和６２年の策定で

ありましたので旧大和町の計画を元に、当時の南魚沼市の防災計画を策定する予定で作業に

取りかかったところであります。また旧塩沢町の計画におきましては、平成１４年に策定し

ていますので、旧大和と旧塩沢の計画をすり合わせる形で現在作業を進めているところであ

ります。 

新潟県の地域防災計画につきましては、現在見直しの途中であります。市町村地域防災計

画へ盛り込むべき内容を県の防災計画に明示する予定でありますので、この内容について危

機管理防災管理課から県の各課宛に現在依頼しているとこれでありまして、今月末までに吸

い上げて１月に素案がまとまるというところですので、それから今度は県の防災計画の見直

しと同時進行の形で、市の防災計画を策定いたしますので、なるべく後戻りがないように県

と頻繁に情報交換を行いながら今年度中に――来年の３月までですね――骨子をまとめたい

というふうに考えております。どうかまた山田議員はこの方の専門でありますのでいろいろ

ご助言、ご提言を賜りたいと思っております。 

新市の防災の位置づけ。これはもう何にもまして市民の生命財産を守るという観点から見

ますと、市政の中の一番の重要課題は市民の皆さんの生命財産を守るということであります。

その為の防災でありますので、位置づけといたしましては本当に一番高いところというか重

要な位置づけだというふうに認識をいたしております。 

その中で具体的な部分でありますが、地域大型店との非常時における協力協定であります。

非常時の食料につきましては応急的な炊き出し、給食センター、保育園、日赤奉仕団。旧六

日町につきましては昨年の地震の際には給食センターといいますか、給食センターにご飯を

提供しているところから、ご飯を炊いていただきまして市の職員がおにぎりを作って出した

という経過があります。その給食センターその以前の部分、それから保育園、日赤奉仕団で

行うほかに、市内の販売業者から調達が容易に行われるように協力要請をしていきたいと思

っています。これもまた旧六日町のことでありますけれども、その際に救急的に必要になっ

た、その日の夜の食料が避難場所に必要になったというときに、そこのＡコープのララ、そ

れからジャスコから在庫、あるだけのパン、それらを調達させていただいて緊急的に対応さ

せていただいたという経過がございます。その際またそういうときにはいつでも協力を申し

上げるというお話をいただいておりますけど、まだそういう協定を結んだというところでは

ありませんけれども、飲料品、食品メーカー２社、これはご承知でしょうけど、三国コカコ

ーラと加ト吉でしょうか、ここと応援協定を締結しておりまして、全国展開のこの大型店と

も今後はそういう協定を締結して、食料も水もすぐに、瞬時にとはいいませんけれどすぐに

供給できる体制を整えていきたいというふうに考えております。 

冬季における災害対策であります。これが本当に大変なことでありまして、新潟県が見直
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しをしております先ほど申し上げました地域防災計画におきましても、原則的にすべての節

に「積雪地域での対応」これについて言及することになっております。次に申し上げます事

項について市町村にて取り組むようにというふうに記載されております。 

１つは積雪期の地震対策の強化であります。避難者全員の建築物の中、建物内に収容がで

きるかどうか。できるようにすることということであります。それから暖房用具の確保。孤

立予想集落住民への問題提起。通信手段の確保、輸送・交通手段等の確保であります。それ

からスキー場立地市町村における関係機関との地震対策の協議。これはスキー客の救助・避

難、宿泊客等の安全確保であります。これはすべてスキー場もありますので市としても県の

計画修正を受けまして、住民の皆さん、消防、警察、スキー関係者等と問題意識の共有をは

かりながら、具体的な対策を防災計画の中に盛り込んでいきたいというふうに考えておりま

す。 

非常用燃料としての地下タンクなどの利用構想であります。これは現在、大和庁舎には軽

油で１０,０００リットル、これは一応公用車の燃料用です。灯油で１０,０００リットル、

庁舎の冷暖房用ということであります。この本庁舎には灯油で１０,０００リットル、これは

庁舎の冷暖房用、それから塩沢庁舎では重油が５,０００リットル、灯油が４,０００リット

ル、３,０００リットルと２つあります。いずれも庁舎の冷暖房用として取りあつかっており

ますけども、大和庁舎の軽油、灯油は非常用として転用、取り出す機能があるということで

ありますができるようになっております。本庁舎､塩沢庁舎の地下タンクにつきましても軽微

な配管工事によって取り出せるようになりますので、非常時にはこれを有効に活用させてい

ただきたい。 

これも去年の地震の際でありますけれども土曜日の夜、夕方からということで市販の燃料

店もほとんど閉店的な部分がありましたし、一店だけこの辺で開いてあったと思いますけれ

ど非常に燃料不足が一時懸念をされたところでありました。そういうこともまた踏まえなが

ら、この合わせて４２,０００リットルになりましょうか。それらの軽油、灯油。これが常時

満タンということではありませんけども、相当数が確保してありますので非常時に活用した

いと思っております。 

情報集約としての携帯電話の利用。携帯電話利用の不能地域のこの解消であります。災害

時の情報収集の手段としてこの携帯電話は有効でありますが、これも地震の際ご経験なされ

たと思いますが、全く不通状態といいましてメール機能を除いてほとんどが繋がらなかった

ということがありました。一般的な時には非常に有効な通信手段であります。 

市ではデジタル式の地域防災無線の整備を行っているところでありますけれども、地域防

災無線は市の施設の他に孤立が予想される集落、あるいは関係団体の施設に設置することが

できますので情報収集には大変有効と考えております。だいたい移動系も合わせまして子機

的な部分が約７０というふうに予定をしております。これから設置場所につきましては、協

議を重ねていきます。また防災無線につきましては市内の居住区域のほとんど網羅しており

ますけれども、防災無線の機能を補う形での衛星携帯電話の導入も今検討しているところで
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あります。 

携帯電話の利用不能地域の解消につきましては、携帯電話事業者を対象とした移動通信用

鉄塔施設整備事業というのがありますけど、これは市において不感地域の調査をいたしまし

て実施希望調書を提出したところでありますけれども、各携帯電話業者からの実施希望はな

かった。信越総合通信局管内においても事業の採択はありませんでした。今後も継続して解

消を図りたいと思っておりまして、電話事業者に働きかけをしていきますが、今この不感地

域が後山、辻又、これは全く携帯が使用できないという状況でありますし、あとどこでした

か。三用に２箇所、塩沢方面はないですか・・・（「滝谷」の声あり）滝谷。若干ずつやはり

あるようですので極力働きかけをして、この不感地域のないような形を、できれば早めに整

えたいというふうに考えています。以上でございますがよろしくお願いします。 

○山田 勝君  地域防災計画の策定状況とその骨子について 

大変ありがとうございました。百年の大計ということもあります。非常に計画そのものは

やはりスケールが大きくなると思います。そしてその充実の程度や表現はなかなか金額の割

には面に出ないということがあります。そしてまだまだ地域的な点や方向を伺って見たい点

はいろいろありますが、財政的に非常に厳しい現状であります。 

先ほど述べましたように、昨年の想いがあるうちに、熱い想いがあるうちに、風化されて

しまう前に安全・安心というまちを作るため、単なるマニュアルではなく実効性のある、ま

た防災行動が生活において当たり前の習慣になるような、市民の皆様に浸透する防災計画を

期待しております。私も可能な限りは参加協力させていただきたいと思います。以上で質問

を終わります。 

○議   長  質問順位２３番、議席番号１０番・牧野 晶君。 

○牧野 晶君  それでは通告にしたがいまして一般質問を行わせていただきます。 

 ちょっと本件とは関係ないんですが、私が出身した小学校、上関小学校というのが塩沢で

あるんですが、そこの出身者、卒業生である広井法代さんが今度の冬季オリンピックのアル

ペン代表として、日本代表として選ばれたということで、ぜひ皆さんからも応援していただ

きたく思います。大変喜ばしいことで、地域におけるこのスキー観光の発信、そして子供達

に夢を与えるという視点で大変立派な功績を、参加することに意義もありますし、また活躍

を願っている次第であります。よろしくお願いいたします。 

１ 幼児医療費助成制度の拡充を 

 本題に入りますが通告にしたがいまして一般質問を行います。幼児医療費助成制度の拡充

をお願いしたいと思います。湯沢町、魚沼市は就学時まで幼児医療費助成制度を行っており

ます。当南魚沼市でも子育て世代の要望は高いと思いますが、就学前まで拡充する必要があ

るのではないでしょうか。 

２ 市の柱となる政策を決定すべきではないか 

 ２点目にはいります。市の柱となる政策を決定すべきではないか。市長の姿勢として子育

て支援や教育に対する強い意気込みや重要性は、私は大変感じられると思います。市民に分
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かりやすくそして首長として目標と責任を明確になるようにもう一歩進んで、たとえば子育

て日本一、教育日本一を目指します、というふうに市としての宣言をしてみたらどうでしょ

うか。こうすることにより市民１人１人、そして職員１人１人、そして市長自身にも責任と

目標というのが明確になり、進むべき市の方向というのが明確になってくるんではないかな

と思います。 

私は子育て日本一や教育日本一というふうに言いましたが、また市長の方で別な視点で私

はこういう方でぜひ他に負けない施策を打ち出して、一生懸命市民に誇れる施策、南魚沼市

として頑張っていけるようにしていきたいという想いがあったら、そういう視点での答弁も

もしありましたらお願いしたいと思います。 

４ 観光の振興は湯沢町とシッカリ協力をして 

 次に観光の振興は湯沢町としっかり強力をして。先日、先先日から大変塩沢町の観光に対

するそして南魚沼市の観光に対するさまざまな意見が出ております。一般質問の質疑もあり

ます。やはり塩沢町スキー観光、スキー産業というのは非常に重要なウエイトを占めてきて

おりました。そして現在も右肩下がりといわれておりますが、非常に重要な産業であること

は間違いありません。少しでも右肩下がりを食い止める。逆にずっと右肩上がり、なかなか

厳しいものですが下がらないようにしていくというのも、ひとつ住民としてお願いをすると

ころであります。 

そして今まで塩沢町の姿勢として湯沢町と多く連携をとってきました。これは町はもとよ

りそして住民、塩沢に住む観光に携わる住民、そして働く方々が湯沢町に行って多く働いて

きました。そういう観点からからもぜひ、一応市長としての観光の振興、これだけに限らず

湯沢町としっかりといろいろな視点で協力をして、まちづくりをして進めていっていただけ

ればと思います。 

５ 今泉博物館を道の駅と市民の憩いの場に 

 ４番目にはいります。今泉博物館を道の駅と市民の憩いの場にということであります。今

泉博物館が生まれ変わり、観光客や市民の憩いの場になることを塩沢住民は望んでおります。

多くの方から利用される施設とすることが寄付してくれた方への最大の敬意であります。道

の駅とし、市の観光ＰＲ拠点とするべきという意見は旧塩沢町、塩沢の時から強くありまし

た。また私が選挙を終わってから、選挙中もそうでしたが、六日町や大和町の方たちも今泉

博物館に関しては非常に興味をもたれておりまして、たまに道で会ったら、今泉博物館なん

とか活性化してくんねいかい、なんていう話を、そういう声をかけていただける方もおりま

した。市民の市の観光ＰＲ拠点となるように考えていただければと思います。 

また市民から憩いの場となるように、この今泉博物館の倉庫には図書がたっぷり眠ってお

りまして、そういうものも解放して図書館・児童館というような機能と公園化を進めるべき

ではないでしょうか。 

３ 都市計画事業の進捗度、見通しの公表と用途地域の見直しを 

 次に都市計画事業の進捗度、見通しの公表と用途地域の見直しをお願いします。都市計画



 - 47 -

が決定し、何十年も計画しますが事業計画の進捗度は現在何パーセントぐらいなのか。また

事業が完了するにはあと何十年かかるのか。これについて公表していただければと思います。

また一部の地域では都市計画が決定されたとき、用途地域が決定されたときと町のあり方と

いうのが、たとえば駅ひとつとってみても上越新幹線ができて湯沢駅が拠点になったので、

ちょっと駅としての機能がなかなか低下してそこに住む一部の住民の方からは、用途地域の

網掛けを外してもらってくれという声も出ております。 

これから都市計画マスタープランが策定されることになりますが、地域の住民の声を地域

の住民の声として、ただ単に３町にあったマスタープランをテープで切って貼って張り合わ

せるだけの計画を望んでいるわけではありません。今回の合併によってまたそれぞれの地域

の持つ地域の役割というものは変わっていくものだと思います。そういう点をしっかりと住

民との関わりを深め計画を、策定していくべきだと思いますが、まず進捗度、見通しの公表

そして用途地域の見直し、この点についてお聞きしたいと思います。 

６ 合併特例債について 

 次に合併特例債についてですが、合併特例債の基金部分です。合併特例債の基金造成、地

域のコミニィティーを進攻するソフト事業の支援として、合併特例債の基金が現在約１５億

円、そして９月だかの南魚沼市の補正予算では７億円がもられており、こちらの方はまだ借

入れしてないそうですが、総額で２４億円だか、２２億円だか。２４億円だったかになると

いう予定でありますが今現在、この基金は何パーセントで運用しているのか。また特例債の

基金の趣旨は金利でコミニューテー活動などを振興する目的とする基金だが、どのような事

業に当てはめているのか、そのお考えをお聞きしたいと思います。 

 以上が壇上からの質問になります。よろしくご答弁をお願いいたします。 

○市   長  牧野議員の質問にお答えします。 

１ 幼児医療費助成制度の拡充を  

１番の医療費助成制度の拡充をということであります。就学前までの医療助成の拡大、こ

れは現在子育て支援総合対策の中で、総合的に検討しておりまして重要課題として今取り組

んでおります。影響額といたしましては２,２５７万円ほどが必要でありまして、財源につい

ても総合的に判断をして今予算編成に向けて研究中というところであります。現状の制度で

は県単事業の市負担分は２,２７４万円。市単独事業は５,１６０万円。今回の就学前の入園、

入院、通院全てにかかる負担額は２,２５７万円を追加いたしまして、総額で９,７００万円

が必要となるということであります。この財源を今検討しているというところでありますの

でよろしくお願いいたします。極力前向きに、今議員おっしゃっていただいたように湯沢も

魚沼市もこうしているということであります。真中だけ外れていたなんてことでは、なかな

か形もよくありませんので、極力前向きに検討させていただいているということであります。 

２ 市の柱となるべき政策を決定すべきではないか 

 市の柱となるべき政策。これにつきましては去年の市長選挙の際から申し上げてまいりま

したし、塩沢の地域懇談会あるいはその以前の大和、六日町の地域懇談会でも申し上げてき
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ました。私の柱となる政策といいますか、総合的な部分は安心・安全の市、そして地域完結

型の社会をこの地域の中で作り上げていく。これが私の政策の根本だと思っています。 

具体的な部分につきましては、議員がおっしゃっていただいたように、たとえば子育て日

本一だとか、企業誘致世界一だとか、そういうことはまた出てくるかもわかりませんけれど、

それはそれぞれの中でのことでありますので、私が申し上げる政策の大綱的な部分はここに

集約をさせていただいております。これに沿って南魚沼市が何をしていけばよいのか。これ

を今幹部職員と共にずっと考えて提言をしていただいたり、発想していただいたりしている

ところでありまして、その取りまとめも今済んでいるというところであります。 

３ 都市計画事業の進捗度、見通しの公表と用途地域の見直しを 

 都市計画事業の方に先入ります。質問の通告はこっちが３番でありましたから、そういう

ふうに私も答弁を組み立ててまいりましたので途中を飛ばすとわからなくなりますから。 

 都市計画事業の進捗度、見通しの公表それから用途地域の見直しということであります。

進捗及び見通しにつきましては平成１７年度末での計画決定に対して供用している土地計画

事業の進捗の率であります。都市計画の道路、これは４２パーセントであります。供用済延

長が２３.８キロメートル、計画決定延長が５６.９キロメートルであります。公園・緑地、

これは７５パーセント、供用済の面積が約２６.７ヘクタール、計画決定面積が３５.４へク

タールということであります。公共下水道、６８パーセント、供用済の面積でいきます。こ

れは７３７ヘクタール、計画決定面積が１,０８５ヘクタールでありまして、公共下水道はこ

の部分につきましては平成１６年度末の進捗率ということです。 

 都市計画事業の完了の目処でありますけれども、都市計画道路。この全体計画５６.９キロ

メートルのうち国及び県が事業主体として実施する路線、これが４０.２キロメートルで７１

パーセント。その内の供用済が１６.４キロメートルで４１パーセントを占めておりまして、

その内工事中の路線が５路線、２.４キロメートル、これを除きまして５３パーセントの２１.

４キロメートルが未着手であります。事業実施について要望はしておりますけれども採択や

完了の目処については明確ではありません。 

 市が実施する路線のうち工事中路線は２路線、これは０.５キロメートル。これを除きまし

て５３パーセントの８.９キロメートルが未着手であります。国土交通省における街路事業予

算の減少及び市の財政難、これによって事業実施が厳しい状況であります。完了の目処も明

確ではないというとこれでありますのでよろしくお願いします。 

 公園緑地につきましては児童公園及び緑地は１００パーセントの完成であります。大原運

動公園は平成１９年度で事業認可区域の整備は完了する予定であります。その時点での整備

率は７１パーセントになります。計画決定面積は１６.３ヘクタールに対しまして１１.９ヘ

クタールが完了ということであります。 

 公共下水道は現在のところ平成２５年度にすべて完了するということで、今事業計画を組

んでございますが、財政健全化計画という中で若干の遅れが出るやもわかりませんけれども、

なるべく遅れを出さないようにという思いであります。大和地域が２２年、六日町・塩沢地
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域が２５年という予定であります。 

 用途地域の見直しについてでありますが、この都市計画マスタープランは法第１８条の２、

この規定によるものでありまして、県が作成する都市計画区域マスタープラン及び「市町村

の建設に関する基本構想」これであります地方自治法第２条第４項に基づく市町村の基本構

想に即したものだということです。このマスタープランにつきましては全体構想、地域別構

想、まちづくりの理念や都市計画の目標などが示されます。 

 これから２０年の見通しの総合的に定める都市計画の基本方針がこの総合計画マスタープ

ランということでありますが、このたびの市の都市計画マスタープラン策定はこの総合計画

と一体的に策定を今進めておるところであります。 

 これは新市建設計画策定及び市政懇談会等でいただいたご意見を極力取り入れて、そして

市の総合計画と同時に作成するものでありまして、従来の旧町都市計画マスタープランを一

応踏襲しつつ現状における都市環境の長期的、総合的な方針を定めながら具体的な指針とな

るように作成していきたい。決してテープとテープを繋ぎ合わせるようなことではありませ

んのでよろしくお願いをいたします。 

 牧野議員からの用途地域の網掛けの具体的な都市計画については、当該マスタープラン上

ではなくて都市計画基礎調査及び分析を行いまして都市計画審議会の議を経て決定されると

いうことであります。 

 この決定・変更は基準に沿っておこなわれなければなりませんで、基準の適用に当たりま

しては基礎調査の結果に基づいて行わなければならない。ですので基礎調査がまず前提とな

ります。用途変更が地域の変更ができるか否かは、都市計画基本調査の結果次第でありまし

て、簡単に結論が出せるものではないというところでありますが、次回の都市計画基礎調査

は、県が行うものでありますけれども、この調査事項を県と調整をいたしまして都市計画決

定変更に対応できるように行っていく所存であるということです。 

またこの調査によりまして市内の各旧町単位に独立している都市計画区域につきまして、

新市としての一体化を図るために、ひとつの都市計画区域に変更したいというふうに考えて

おります。調査予定は平成１８年調査、１９年分析という予定になっております。この分析

の結果次第、またこの見直しが行われるということであります。 

４ 観光の振興は湯沢町とシッカリ協力をして 

 湯沢町とこの観光振興を協力してやりなさいということであります。もちろんのことであ

りますし、塩沢地区におきましては主力のスキー観光は湯沢町と隣接しておりまして、今ま

でも相当連携を深めながらやって来たことだと思いますし、首都圏方面のお客さん、これが

圧倒的に多いことでありますのでその玄関口としての湯沢駅あるいは湯沢のインター、そし

て石打インター、これらも本当に大事なところであります。 

この旧塩沢町が培ってきただろうと思われます湯沢町との良好の関係を保つことは当然で

ありますし、誘客促進や観光事業連携、広域観光、それから昨日も申し上げましたビジット

ジャパンに基づく外国人観光客の受け入れ、誘致これらについてもやはり湯沢町と強力に連
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携を深めてやって行きたいというふうに考えております。 

５ 今泉博物館を道の駅と市民の憩いの場に 

 今泉博物館の件でありますけれども、これはなかなか大変でありまして、旧塩沢町さんも

いろいろな角度からの検討をしてきていただいたと思っております。平成３年には４７,００

０人の入館があったというふうに記録をされております。ところが１６年度実績では１２,

７００人ということで本当に大変な減少をしているわけでありまして、昨日もハイウェイ･

オアシスの構想とかいろいろでてまいりました。この敷地の有効利用としては施設周辺の植

栽、魚野川を主体とした水辺の整備。必要な施設といたしましては屋外トイレ、地元産の物

産スペース、ベンチ、公園広場、これらもやるとすればやっていかなければならないだろう

と。博物館そのものがパプアニューギニアの展示物ということだけでいいのかどうか。他の

ものとの連携可能なもの、それらも考えなければなりませんし、博物館そのものとしてやっ

ていくかどうか、このことについても根本的に考え方を一度変えてみなきゃならんと思って

おります。 

 それから文化の拠点構想として芸術大学などとの交流による企画、展示。季節ごとの催し

物の企画として、野外コンサート、ふるさと市、こういうことが構想として検討の俎上にあ

がったところであります。 

 今ご質問をいただきました観光交流施設、道の駅構想、これも検討されてきたと思います

し、道の駅の設定につきましては、駐車場、トイレ、道路情報施設、付帯施設としての物産

販売、貸し店舗これらを整備をしなければなりませんで、再投資をする必要があるというこ

とであります。 

 この今泉の管理運営、これを今まで塩沢町さんが進めてきた活性化構想。これが実現可能

かどうか検討しなければなりませんし、それ以外の活性化案が見出せれば併せて検討すると

いうことであります。やはり検討委員会的なものは設置をしていかなければならないだろう。

今泉博物館には限りません。限りませんがこの市の施設につきまして、集中的に議論をして

実現が可能で有効な施策を施していかなければならないだろうと思っております。このこと

はご寄付をいただいた今泉さんのご遺族からも、私どもが出した構想に対して、やはり承知

をしていただくということが最低前提条件でありますので、これらも働きかけをしていかな

ければならないことであります。 

どういう形がいいのかと私も具体的なことを申し上げる段階ではありませんので、こうい

う施設がいいとか、ああいう部分がいいとかということは申し上げられませんけども、いず

れにしろあれだけの建物と敷地でありますので、何とか有効に活用させていただきたい。今

はそういう想いだけでありますのでご理解いただきたいと思っております。 

６ 合併特例債について 

 特例債につきまして、平成１６年度に大和・六日町が合併した際に１４億７,１４０万円の

基金を造成いたしました。１７年度にも９億１,２７０万円の補正をやっておりますが、この

分についてはまだ借入れも造成もしておりません。ですので現在はこの１４億７,１４０万円
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という基金が存在しておりますけれども、これから９億１,２７０万円を借入れをいたしまし

て造成をしていくということであります。 

 昨年度の基金につきましてはペイオフの関係がありまして、現在他の基金と同様に決済預

金口座で管理しておりますので、利子は付かないということで無利子運用です、現在は。し

たがいまして現在利子は発生していませんから、利子活用事業はこの分については今行って

いないと。 

今後、今年度分の基金造成をやりますと、今ほど申し上げましたように約２４億という歳

計現金の運用に余裕がでてくると思われますので、一部はやはり国債、あるいは昨日からも

申し上げておりますように、運用方法、いかなる運用方法が可能かこれを本当に考えながら

少しでも高い利息のつく運用方法、これに取り組んでみたいと考えております。そして利息

が発生する場合には、定義的には住民の融和促進事業ということになっておりますが、主力

は子育て支援の方向に廻していきたいというふうに考えております。今のところはですね。

そういうことであります。 

 また今年実施をした囲碁将棋大会、あるいはこども俳句大会、市内縦断駅伝大会。これら

につきましても本当にまさにぴったりの事業であります、この基金から生じる利息運用につ

きましては。こういうことにもやはり配慮していきたい、そういう思いであります。 

 でき得れば一般会計での繰替え運用もやっていきたいと思っておりますけれども、これは

まだそれができうるかどうかも含めて検討中であります。この基金がリスクを相当覚悟すれ

ばいろいろの運用方法があるわけですけど、そこはなかなかできませんので、まず安全で有

利、このことを念頭に置きながら活用していきたいと思っておりますのでご理解をいただき

たいと思います。 

 参考といたしまして今の一借の利息は年０.６パーセントであります。１億で６０万円と。

一借、借りる場合です。銀行の定期預金の利率は２年もので０.０４パーセント、５年もので

０.１パーセント、国債の利回りは２年もので０.２パーセント、５年もので０.６パーセント

とこういう部分がありますので。この他にいろいろあるわけですけれども５年ものの０.６パ

ーセントなんてのはわりあいと魅力ある部分かなと思っておりますけれども、まだどういう

ふうに活用するかについては決定をしておりませんのでよろしくお願い申し上げます。以上

であります。 

○牧野 晶君 幼児医療費助成とあと観光については非常にわかりやすい答弁でわかりまし

た。 

２ 市の柱となる政策を決定すべきではないか 

市の柱となる政策について市民から安心・安全な市というのは、当然私は、命を守るとか

そういう点で間違いない良い施策だと思うんです。が、市長も理解してくれているようです

がやっぱりそれでもその他に日本一とかそういうのを目指して欲しいというのもあるわけで

す。何かにしろ１点は特化して、日本一というのを付けることによって自他共に認められる

ようになれば、他から視察なんかも議員が来たり職員が来たりというのもあるわけで、そう
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すると職員さんの中でもまたモチベーション、テンションも上がってきてやる気も出てくと

思うし、いい波及効果が出てくるんじゃないのかなという思いがあるんでそういう視点で、

ひとつこれだけはどこにも負けないんだ、というふうなものを何でもいいので考えていって

いただければなという思いがあります。 

５ 今泉博物館を道の駅と市民の憩いの場に 

あとそれと、今泉博物館の件です。検討委員会をという話ですが、塩沢町合併する前に検

討委員会というのがあって、その中で道の駅等、考えて欲しいという答申が出ているんです。

そういう点もあって今回ここで一般質問、その流れもあって質問しているという点もありま

す。また今回、こぶし会８人いるうち３人がこの今泉博物館に対して一般質問に項目をあげ

てやっているわけで、大変こぶし会としてもそして市民の要望も、塩沢の関心の高いもので

ありますので。大変はっきり物事を言う市長で、例えば庁舎に関しては１８年、１９年で方

向を出していきたい。また昨日は公認野球場についても１９年度に前向きに考えて調査して

いきたい、なんていう声がありましたが、今泉博物館に関しては年度というあれがないんで、

その点決意というかをいただければなとも思います。検討委員会についても塩沢でやったも

のを、まるっきりなしにして考えていくのか、それともまた新しく立ち上げていこうという

検討をしているのかについてご答弁がいただければと思います。 

６ 合併特例債について 

特例債についてですが、特例債の南魚沼市合併振興基金条例の第３条なんですけれど。基

金に属する現金は金融機関への預金、その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなけ

ればならない。これは０パーセントということだと、この条例に違反しているのではないか

という視点も出てくるんじゃないのかなと私は思うんです。現在ペイオフの関係があって、

おっかなくて使途が決められ・・・決済預金に積んでいて０パーセントだ、仕方ないんだと

いうのはちょっと違うのではないかと思うんです。というのは特例債は合併してから１０年

認められているのに、合併してすぐ要は目的も考えなしに作っちゃったからペイオフの相談

を心配しなきゃいけないし、金利も発生していくというふうな、逆に。 

金利だって借入れが、たしか先日聞いたら１.０９パーセントだったかで借りているなんて

いう話だったので、そういう視点で考えると、ちょっとこの借入れ部分の３パーセントに関

して、あの３割が市の負担になるということで考えていくと、今年間５００万円の利息が発

生しているわけで、基金１５億円の基金を積み立てるのに５００億円、そして使途を決めて

いないというのは、あまりいい姿勢ではないのではないかなという私は思いがあります。 

それと使途に関して、子育て支援等に使っていきたいというのは、主張というのもそうい

うのもわかるんですが、地域で子供を守っていくためにコミュニティーの助成という点もあ

るわけですし、駅伝等、今まである事業をこれを振り替えてやるというのはちょっと違うん

じゃないのかな、というふうに私は想いがあるんです。そうじゃなくてまた新たにやる気を

起こしていくようなこういう基金の運用があるから、地域起こしのためにいろいろと皆さん

ご検討していったらどうでしょうか、という点についてそういうふうな使途のほうが市民は
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わかりやすいのではないかなという想いがあります。 

それと一般会計に振替をするということですが、あまりこのような姿勢というのは私は良

くないんじゃないのかなというふうな。振替運用でちょっと突っ込まさせていただければ、

財政健全化計画の案がでているわけですが、今後なるべく基金に積立をしていかなければな

らないということが書いてあるのに、逆に振替運用してというのは取り崩して的なことにな

って運用していくというようだと、ちょっとつじつまが合わないんじゃないのかなという点

があるので、基金はあくまで基金として活用していく。振替運用というのは考えて欲しくな

いなと私は思っております。 

３ 都市計画事業の進捗度、見通しの公表と用途地域の見直しを 

都市計画について１８年調査、１９年に見直しということですが、地域の声をしっかり聞

く、そして県の方で調査に入って来るということですが、やはり用途区域内の住民にアンケ

ートをとって、都市計画の今後というのも考えていくのもひとつの方法ではないのかなと思

うんですが。そういうアンケートをとることも市民から吸い上げるということで重要な施策

だと思いますが、その点お考えをお聞かせいただければと思います。 

○市   長  ２ 市の柱となる政策を決定すべきではないか 

再質問にお答えいたしますが、この政策のことであります。議員おっしゃっていることは

良くわかりますので、これから完結型市政、安心・安全の市政というこの中で具体項目がで

てくるわけであります。その中で日本一を目指そうとか、魚沼こしひかり紙なんてこれはこ

れから全国に発信しようと思っていますので、非常にそういう面ではいいわけでありますが。

そういうキャッチフレーズ的な部分も当然必要かと思いますので。日本一になるかそれはち

ょっとわかりませんが、当面はこの部分にきちっとした力を入れていきたいと。全国のモデ

ルになるくらいのことをやっていきたいとか、そういうものは１８年度の政策予算の中で皆

さん方にお示ししたいというふうに考えております。 

５ 今泉博物館を道の駅と市民の憩いの場に 

 今泉博物館につきましてこの検討委員会、塩沢にもあったということで当然だと思います

が、私もいつもそう思っているんですけれども、自分の地域のことは自分達で考えるわけで

すがやっぱり岡目八目でありまして、外から見て相当いいアイデアがでることもあると思い

ます。塩沢の皆さんが検討していただいたことはそれとして、他の目からも、もう一度やっ

ぱり見てもらいたいと、そういう思いであります。決して塩沢の皆さんが検討したものを全

部ひっくり返そうとか、そういう意味ではなくて、新鮮な目で見ればそれだけ新しい斬新な

アイデアも出てくるだろうと思いまして、そういうことをちょっと考えたと。 

ですから今泉博物館だけではありません。いろいろそういう部分をですね、たとえばトミ

オカホワイトとか池田記念館とかです。やっぱりある程度今までどおりこのままずるずる行

っていたのでは、なかなか埒があきませんのでそういうことも含めて検討させていただきた

いということでございます。 

３ 都市計画事業の進捗度、見通しの公表と用途地域の見直しを 
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 都市計画のまずアンケート、これは用途地域の見直しということをおっしゃっていること

だと思いますから、当然でありますが全く住民の皆さん方の意見を聞かないということには

なりえません。今、たとえば第１種・・・第１種住居地域なんてのは今ここにありませんか。

普通の住居地域でそれでよかったのか、商業地域で本当に不便がなかったのか、工業地域に

指定されたけど困ったとか、そういう部分が必ず出てきたり、こういう地域にしていただき

たいという部分が出るわけです。そこに市としての専門的な考え方、見方、それから秩序あ

るまちづくりの観点を入れてやっていくわけですので、どの程度の規模になるかは別にいた

しまして、市民の皆さん方からのアンケート的なものはやっぱり実施をしなければならない

と、聞き取りはしなければならないというふうに考えております。 

６ 合併特例債について 

 基金の運用。利息なしで運用しているのは条例違反ではないのかとこういうことあります

が、安全がまず一番優先であります。そしてこれは私の考え方でまた財政当局は違った考え

方をしているのかもわかりませんけども、去年合併をして１４億何がしというお金が出まし

て、基金が積み立てられたわけであります。これも合併してすぐ積み立てたわけではないで

すね、しばらくたってから。そしてもう塩沢さんがすぐ来る。またそのおかげで９億何千万

円かが積み立てられると。そういうことの中でやっぱりそれを全部合算した部分をどうして

運用していくかということを考えた方が、このことにとってはいいだろうとこういう意味で

あります。――これは１４億円積み立てにはいつ頃ですか。（・・・・）今年でしょう。――

そんな程度です。ですからぜんぜん運用を考えるという部分ではまだなかったわけです。こ

れから運用を考えるということですから、そういうふうにご理解をいただきたいと思います。

条例違反なんて言わないでいただきたいと思います。 

 それでこの基金の利息運用ですが、今まであった、いや囲碁将棋大会や子供俳句大会なん

て今までありませんでした。それから駅伝も縦断駅伝的なああいう部分ですね、３町が、旧

３町が連携して行えるような。今まであったのにさあということではありません。ただ主力

は、私は子育て支援の方に振り向けていきたいという考えでありますが、なかなかそうそう

高い利息が出るものではありませんので、厳しい面があるかと思います。 

 それから繰替え運用でありますが、これはもし認めていただければですよ、なかなか総務

省の方がどういうかわかりませんが、非常にやっぱり有利なわけです。今、高金利で、６パ

ーセントとかそういうもので借りている部分を繰替えできるわけですから。もうそこに４パ

ーセント、５パーセントという利息差が生じるわけですから。決して繰替え運用したからと

いって食い込むわけではありません。それを食ってそのままということではありませんで、

いずれは基金ですから返さなければならないわけです。ですからそういう運用ができれば非

常に市の財政にとってはありがたいことで、これは検討していかなければならないというこ

とであります。ご理解いただけましたでしょうか。以上です。 

○牧野 晶君  ３ 都市計画事業の進捗度、見通しの公表と用途地域の見直しを 

都市計については、地域限定で用途地域外れるか外れないかということだけでなく、都市



 - 55 -

計画というのは名前のとおり、ただ道を作っているというために都市計画の地域を決めてい

るわけでなくて、都市というのはやっぱり人口を集中させていくという点もあるわけですか

ら、どのような施策がいいのかというのも聞いていくべきではないのかな、という点でまた

アンケートしていただければなと思います。 

５ 今泉博物館を道の駅と市民の憩いの場に 

 あと今泉に関して、調査検討委員会は合併前から、何年度中に――１８年度中にとか１９

年度中にとか、そういうふうな考えがあったのに、今泉に関してはそういう答弁がないので、

市長のやる気というのを、何年度に考えていきたいという点をご答弁していただければと思

います。前向き、前向きなんてことではなくて、しっかりとした答弁をいただきたいと思い

ます。 

４ 観光の振興は湯沢町とシッカリ協力をして 

 観光について再質問しなかったんですけれど、観光については今度、湯沢町というかこの

新潟県全体で、昨年・・・昨年というか、ついこの間６月か５月に上越新幹線２０１０年度

活性化同盟という北陸新幹線に対してのそういうふうな会もできましたけれど、やはり上越

新幹線は北陸新幹線が開通することによって、高崎よりこっちの方のお客さんは、電車の乗

客が３割、４割減ということが言われているわけですから。ということは電車の本数が簡単

に言えば３割減、４割減ということになって、観光に対する影響というのもあるし、このビ

ジネスチャンスという点、そして市民の点もあるのでそういう点。観光についてに限らずビ

ジットジャパンというのもあるかもしれませんが、そういうのでどうやれば新幹線でお客さ

んが来てくれるのかというのを、湯沢町と一緒に考えていただければと思います。 

６ 合併特例債に付いて 

 特例債の基金になりますけれど、積んだら今年積んだからという言い方それはそれでいい

んですけれど、積むのであればしっかりと使途を引いて、３月３１日まで予算とってあるん

で、使途運用方法を決めてから要は基金を造成すればいいわけですよね。それを今は考えて

いるわけでしょう、その塩沢が合併してからの９億円というのは。要は１５億円作れるから

喜んで飛びついたという姿勢は、私はこれはいけないと思うので、その点しっかりと。やは

り金利も発生して、これで１年間でいけば１,５００万円、３分の１の負担で５００万円。５

００万円稼ぐと言うのは民間なら大変なわけですし、一家が暮らしていけるわけですから、

やはり金利というものにも敏感にいろいろな点で。借り換えとか、広域水道の借り換えとか

もたいした敏感かもしれないですけど、こういう支払金利とかになると敏感じゃないのかな、

飛びついてしまう癖があるのかなという点があるので、その点はしっかり飛びつかないよう

にして欲しいなというのがあります。 

 あと基金のもう１点、振替運用。一般会計に繰り戻しを考えて有利な振替運用も考えてい

きたいということですが、南魚沼市合併振興基金条例の第５条「市長は財政上必要があると

認められるときは確実な繰り戻しの方法、期間を及び利率を定めて基金に属する現金を歳入

歳出現金に繰り替えて運用することができる」とありますが、揚水特別会計の揚水基金なん
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かもこの一文が入っていたわけですよね。そういう点でいえば一回取り崩してしまうとなか

なか今の財政状況だとまた戻していくというのは、なかなか厳しい財政状況じゃないのかな

と思うので、そういう体質的にも基金を守っていくと決めたら守っていって欲しいという気

持ちを、最後にお聞かせいただければと思います。 

○市   長  ５ 今泉博物館を道の駅と市民の憩いの場に 

今泉の件に限らずですけれども、この今ある施設をどういうふうに活用していかなければ

ならないかという、これについては指定管理者制度の問題もありますので当面は４月以降、

指定管理者制度に委ねるわけでありますが。長たらしく議論していてもどうしようもありま

せんから、１８年度中ぐらいには方向性は決めたいと、方向性はですね。塩沢町さんが考え

た活用方法を主体にしながら、新市建設計画の中にこの部分は載っていたと思われます。で

すから新市建設計画に基づいて活性化策を実施をしていくわけであります。それは何年とい

うのはちょっと申し上げられませんけれども、方法、どうすればいいのかというくらいの結

論は、１年も本来かけていられませんのでなるべく早く――でももし遅れれば悪いですので

１８年度中には結論を出すという方向だけを申し上げておきます。 

４ 観光の振興は湯沢町とシッカリ協力して 

湯沢との協力は新幹線問題も含めて本当に大切でありますので協力をさせていただきたい

と思っております。 

６ 合併特例債について 

 なおこの基金のことにつきましては、収入役に繰替え運用のことも含めまして。飛びつい

て借りたなんてことではありませんので、そのへんも含めて説くとひとつご説明申し上げま

すのでお聞きをいただきたいと思います。 

○収 入 役  ６ 合併特例債について 

基金の借入れ等につきましては、これは私の権限の外でありますのでどういう形で借入れ

を起こすかということは、この基金条例の主旨によって借り入れて基金造成をすると、こう

いうことだと思います。運用の方が私の方の担当でございますが、繰替え運用を今年はさせ

ていただいております。 

要は特に財政の方と基金運用の関係につきましては、非常に重要な関係があります。連携

を取りながら運用していくということでございますが、ご承知のように今年は年度の途中で

借入れをしたということで、歳計現金に替えて繰替え運用をしていると。極端に言いますと

ひとつの会計が一時的に赤字になったというところに、この基金を充当してその特別会計等

の赤字の部分で一時借入金をしないで済ませよう、という繰替え運用をさせていただいてい

ます。 

基本的には繰替え運用は年度を越さないというのが原則でありますので、その年度の中で

歳入歳出外現金等々も含めて、今会計としては全体を歳計現金として、それぞれ繰替え運用

をさせていただいているということでございます。 

 ですので一時借入金を起こした方が得なのか、あるいはそういう形で繰替え運用をした方
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が得なのかという部分を財政的に見ながら、今回、年度の途中でありますので運用している。

ということで来年あたり塩沢さんの分ということで含めますと、先ほど申し上げました２４

億円ぐらいですかね、そういう部分については基本的には計画を作って、一部はできれば繰

替え運用をした方が有利だろうというふうに考えますが、全体でなくてその一部は、やはり

国債あるいはその他の運用して運用益を活用していくということにした方が、私はいいんじ

ゃないかなという感じがしております。 

 そんなことで、財政的な部分でこれから新年度予算を計上するわけですが、その中で基金

の運用等は十分に考えていきたいというふうに考えております。 

○議   長  お諮りいたします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思いますがご疑義ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  異議なしと認めます。よって本日はこれにて延会することに決定いたしました。 

○議   長  明日の本会議は午前９時半から当議事堂で開きます。大変ご苦労さまでし

た。なお、３時から議会全員協議会を開催いたします。 

（午後２時４５分） 

 

 


